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総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 

次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 

第７回電力システム改革の検証を踏まえた 

制度設計ワーキンググループ 

 

日時 令和７年 11月 28日（金）11：00～13：54 

場所 オンライン会議 

 

１．開会 

 

○小柳電力産業・市場室長 

 定刻となりましたので、ただ今より総合資源エネルギー調査会 次世代電力・ガス事業基

盤構築小委員会 第７回電力システム改革の検証を踏まえた制度設計ワーキンググループを

開催します。 

 委員およびオブザーバーの皆さま方におかれましては、ご多忙のところご参加いただき

誠にありがとうございます。本日のワーキンググループについても、オンラインでの開催

とさせていただきます。ウェブでの中継も行っております。松村委員については途中退席

と伺っております。また本日ご出席の委員は、定足数を満たしております。 

 それでは、以降の議事進行は、山内座長にお願いいたします。 

 

○山内座長 

 はい、山内でございます。よろしくお願いいたします。今日の議事ですけれども、お手

元の議事次第、（１）～（６）までありまして、まず供給力確保に向けた方策、それから

電力ネットワークの次世代化、小売電気事業者の量的な供給力確保の在り方、中長期取引

市場の整備、小売電気事業者による安定的な事業実施の確保、経過措置料金の解除に係る

課題ということになっております。 

 それで、事務局の都合で進行をまず５番、６番の議題から先にさせていただこうかと思

っております。５番が今言いましたように小売電気事業者による安定的な事業実施の確保、

それから６番が経過措置料金の解除に係る課題、これについて資料の７と８、小柳室長か

らご説明いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

２．議題 

（５）小売電気事業者による安定的な事業実施の確保について（検討事項５） 

（６）経過措置料金の解除に係る課題等の整理（検討事項７） 
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○小柳電力産業・市場室長 

 はい、電力産業・市場室長の小柳です。よろしくお願いいたします。事務局の都合で申

し訳ありませんが、資料７、８から先にやらせていただきます。 

 資料７、１ページ目をご覧ください。これは検討事項５として掲げておりました小売電

気事業者の責任・役割と規律の在り方という中で、供給実績が確認できない小売事業者の

扱いをどうするかといったような話であるとか、蓄電池のような最終需要ではない間接需

要といっていますけれども、間接需要に対する供給に関して電気事業法上の位置付け等を

どういうふうに整理するかといったようなことを課題として掲げていましたので、この議

論をしていただきたいということでございます。 

 下に書いております１番が休眠事業者への対応について、２番が蓄電池等への供給の法

令上の解釈について、これに関連して一括受電といっていますけれども、一括受電の在り

方についても少し議論いただきたいということでございます。 

 ４ページまで進んでいただきまして、休眠事業者の関係でございます。今、小売電気事

業として登録されている者は 700 者を超えている状況ということですけれども、実際には

電気の供給実績がない小売電気事業者、休眠事業者といいますが、約３分の１存在すると

いうことでございます。 

 こうした休眠事業者について不正行為が発生しているということもあり、電気事業の健

全な発達を阻害することになるということもありますので、早急の対応が必要ではないか

ということで考えております。 

 また、さまざま報告もしていただくことになりますので、行政であるとか広域的運営推

進機関のコストの観点からも、登録されている者と実際に電気を供給している者が一致し

ていることが望ましいのではないかと考えております。 

 ５ページですけれども、休眠事業者についてこういった対応の方向性ということですが、

休眠事業者について登録を取り消すことができるような制度措置を検討してはどうかとい

うふうなことを考えております。 

 例えば、他法令の運用も参考にしながらではありますけれども、小売電気事業者が正当

な理由がないにもかかわらず引き続き休眠状態にある場合には、登録を取り消すことがで

きるようにしてはどうかということを考えてございます。 

 ただし、休眠をしているだけで悪いことをしているわけではないということだと思いま

すので、仮にこういった休眠状態にある方々が登録を取り消された場合であっても、再度

小売電気事業として登録を受けたいというような希望がある場合には、これを拒否するも

のではないということを前提に、こういったことを検討してはどうかということを考えて

ございます。これが休眠事業者に対する扱いということでございます。 

 その後７ページ目まで進んでいただきまして、蓄電池に対する電気の供給についてどう

考えるかという、ちょっとこれは技術的な話になって細かい話になるんですけれども、２

つ目のパラグラフに書いていますけれども、電気事業法上、小売供給というような定義が
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されていまして、一般の需要に応じ電気を供給することと定義されています。 

 これは不特定多数の最終需要家に対する電気の供給だというふうに、こういうふうに解

釈されているということでございます。小売電気事業者というのは、この小売供給を行う

ということが位置付けられているということでございます。 

 ３つ目のパラグラフですけれども、小売電気事業者ですが一般的には送配電設備を持っ

ておられないということもありますので、小売電気事業者が需要家に電気を供給する場合

には、一般送配電事業者が維持・運用する送配電設備を利用して需要家に対して電気を供

給するということになります。 

 この系統を利用する場合には、一般送配電事業者からの接続供給といわれるような供給

を受けることが前提とされているということでございます。 

 下の絵で見ていただきますと、発電所のところで発電所から出てきた電気をまず小売が

受け取って、青色の丸のところで小売電気事業者が一般送配電事業者にその電気を引き渡

して、一般送配電事業者がこの黄色の矢印のところですね。発電所の入り口から需要家の

ところまで電気を運んできて、緑色の丸のところで一般送配電事業者から小売電気事業者

にまた電気を供給すると。この供給のことを接続供給というふうに電気事業法上では位置

付けられているということでございます。 

 こういったことを前提に、９ページまで進んでいただきますと、例えば蓄電池を維持・

運用される方々がいらっしゃいますが、この蓄電池に蓄電するために供給された電気とい

うのは、基本的にはまた他者に対して供給するために放電をされるということになります

ので、蓄電池を維持・運用する事業者が最終消費するわけではないということになります。 

 なので、従来の解釈によれば蓄電池事業者は最終需要家には当たらないということにな

っていまして、こういった蓄電池に電気の供給をする時には電気事業法上の小売供給とい

う定義に該当しないと整理をされているわけであります。 

 一方で、２つ目のパラグラフですけれども、電気を充電して放電するまでには一定割合

のロスが発生するわけですが、このロス分については蓄電池事業者の最終消費であると観

念されていまして、こちらの部分は電気事業法上の小売供給に該当するというような定義

に、解釈になっているということであります。 

 なので、この下の絵で見ていただきますと、水色の 90％部分ですね。ここへの供給につ

いては電気事業法上の小売供給ではないけれども、ロスをする 10％分、グレーの部分です

けれども、こちらについては小売供給に該当すると解されていまして、電気事業法上、小

売供給に該当しないとネットワーク利用ができないと、先ほどの接続供給を受けられない

というような整理になっていますので、ここが同じ蓄電池に対する一体不可分な供給であ

るにもかかわらず、ネットワーク利用ができる、できないといったところで、解釈が不明

瞭なのではないかというようなことが指摘されているということでございます。 

 10 ページに進んでいただきまして、今後、変動性再エネがどんどん入ってくるといった

ことも見込まれる中で、蓄電池は余剰の太陽光を吸収していただくとか、調整電源として
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も機能するといったような政策的意義もあるということだと思いますし、先ほど申し上げ

たとおり、ロス分とこれ以外の部分は一体不可分なものとして供給されるということにな

りますので、この際、蓄電池に対する蓄電部分についても同様に系統利用が認められると

いうふうに解釈を明確化してはどうかということで考えてございます。 

 それとはまた別の話なんですけれども、３つ目のパラグラフに書いていますけれども、

小売供給の定義として不特定多数の最終需要家に対する供給と申し上げましたが、自分自

身であるとか密接な関係を有する子会社に供給するものが、今の電気事業法ではこの不特

定多数の最終需要家に該当しないというふうに解されているというところもあるわけです

けれども、例えば小売電気事業を営む者がその事業の一環として自社ビルとか自分の子会

社の方々に電気を供給する場合、これが小売供給に該当しないと解されているわけですけ

れども、これについても小売供給に含まれると解釈していいのではないかということで、

併せて明確化してはどうかということを書いてございます。蓄電池については以上になり

ます。 

 それで、17 ページまで進んでいただきまして、共同住宅等に対する電気の一括供給とい

うものについてです。これはいわゆる一括受電といわれているものですけれども、左下の

絵を見ていただきますと、通常は小売電気事業者の方がマンションに、各戸に住んでおら

れる電気の最終使用者との間で小売供給契約を結ぶということがあるわけですけれども、

そうではなくて、この間にマンション一括受電事業者というような方が入って、小売供給

は小売電気事業者とこのマンション一括受電事業者との間で契約を結ぶという形になり、

マンション一括受電事業者から各戸、電気の最終使用者への電気の供給は１つの需要場所

内での供給であるので非規制の供給と、電気事業法上、規制される供給ではないと、こう

いうふうに解釈されているということでございます。 

 この場合、小売電気事業者の説明義務といった需要家の保護策というのは、このマンシ

ョン一括受電事業者まではたどり着くわけですけれども、最終使用者にはたどり着かない

ということもありますので、小売ガイドラインではこの間に入る一括受電事業者に対して、

この最終使用者の需要家保護策を取ってくださいと、これが望ましい行為ですと位置付け

られているというのが現状でございます。 

 その上で、次のページを見ていただきますと、一括受電事業者の形も多様化されてきて

いまして、もともとは類型１のように小売電気事業者がいて、最終的な電気の使用者が右

側にいて、それとは違う第三者の一括受電事業者がいるといったような形を想定しておっ

たわけですが、下の類型２のように小売電気事業者と一括受電事業者が同一の者であると

か、あるいは密接な関係を有する子会社が間に入るような形が出てきているということで

ございます。この形の場合に最終的な電気の使用者の需要家保護が大丈夫かどうかという

ことが論点になるということでございます。 

 19 ページに進んでいただきまして、２つ目のパラグラフですけれども、先ほどの類型２

のように小売電気事業者と一括受電事業者が同一であるとか、または密接関係性がある場
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合、あるいは小売電気事業者と一括受電事業者が営利の目的をもって反復継続的に共同し

て一括受電スキームを構築している場合などには、最終的な電気の使用者に対する保護措

置の潜脱を図る目的で事業者による一括受電が行われる懸念があるということですので、

小売ガイドラインにおいて適切な措置を求めてはどうかと考えております。 

 具体的には一括受電事業者が最終的な電気の使用者に対する保護措置を講じることであ

るとか、小売電気事業者が一括受電事業者において保護措置を講じるよう監督すること、

こういったことを怠った場合には問題となる行為と位置付けまして、小売電気事業者に対

して業務改善命令等を行う事由となり得ることを明記してはどうかと考えているというこ

とでございます。 

 次、20 ページに行っていただきまして、ちょっと形は違うわけですけれども、小売電気

事業者と間に入る一括受電事業者が異なる者の場合もあるわけですが、それでもこの間に

入る一括充電事業者から小売電気事業者に対して、最終的な電気の使用者の保護措置につ

いて業務委託をしているようなケースもありますので、こういった業務委託を受けている

場合には当然に小売電気事業者がそれをしっかり担っていただくと。これを怠った場合に

は、同様に問題となる行為として業務改善命令等を行う事由になると位置付けてはどうか

ということを考えてございます。 

 24 ページまで行っていただきまして、今言った３点について、休眠事業者への対応につ

いては制度措置に向けた検討を進めることとしてはどうかと考えていますし、２つ目の蓄

電池等に関する法令上の解釈の明確化については、小売電気事業者への周知等も図るとい

うことをしてはどうかということです。最後の一括受電については、パブコメも実施の上

で小売ガイドラインを改定することとしてはどうかというのが今回のご提案でございます。

資料７については以上になります。 

 続きまして、資料８についてもご説明をさせていただきます。経過措置料金の解除に係

る課題等の整理ということでして、２ページをご覧いただきますと、第５回のワーキング

においては経過措置料金の解除に対する論点と、解除に至らない場合における在り方等に

ついて議論をいただきました。 

 本日は、経過措置料金が解除された場合の最終保障供給を一般送配電事業者が担うとい

うことに電気事業法上なっておるわけですけれども、その場合の課題についての確認結果

ということと、前回議論いただいてご意見を踏まえた今後の検討の進め方についてのご報

告をさせていただきたいということでございます。 

 ３ページをご覧いただきまして、第５回のワーキングでも議論したわけですけれども、

経過措置料金が解除され場合には他社への委託とかを行うことが可能であるというふうな

ことになっているわけですが、低圧分野における最終保障供給を一般送配電事業者が担う

とした場合にどういった課題があるのかというのを、一般送配電事業者さんにわれわれか

ら確認をさせていただきました。 

 その結果、料金メニューの設定方法であるとか、低圧分野については需要家数も多いの
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で業務体制やシステム対応等の時間的猶予が必要だということ。あるいは、その体制構築

に必要な増分コストの回収などの実務面での課題が挙げられたということであります。 

 一方で、こういった課題に対応すれば一般送配電事業者が担うこと自体は可能なのだと

いうことであると受け止めましたので、経過措置料金が解除された場合には先ほどの課題

についてしっかり留意をしながら、最終保障供給について現行の電気事業法が想定してい

るとおり、一般送配電事業者が担うこととしてよいのではないかと事務局としては考えて

ございます。 

 続きまして、４ページですけれども、経過措置料金の解除に関する課題として、第５回

のワーキングでは例えば農事用の電力とか公衆街路灯、ああいった特定のメニューについ

てどういうふうに扱うかといったようなこともご議論いただいたわけですけれども、第５

回のワーキングであるとか、親委員会の第３回の次世代基盤構築小委でも議論いただいた

結果ですが、大別すると以下４点のようなご意見を頂いたかなと思っています。 

 １つは、経過措置料金の解除後は料金は自由に設定すべきだということで、特定の料金

メニューについてはなくす方向で検討するべきではないかというようなご意見も頂きまし

た。（２）に書いていますけれども、需要家保護の必要性等について対応の仕方はいろい

ろ難しいんだけれども、慎重な検討が必要ではないかというようなご意見も頂きましたし、

（３）としては経過措置料金の解除よりも、経過措置料金が維持されるとしてもその是正

に優先的に取り組むべきではないかというようなご意見であるとか、（４）として経過措

置料金の解除基準そのものについても見直しを排除すべきではないのではないかといった

ようなことであるとか、あるいは解除基準は厳しいものではないのでこれは妥当なのだと

いったようなご意見も頂いたと思ってございます。 

 ５ページに進んでいただきまして、さまざまご意見いただいたということで、否定的な

観点からメニューの維持について検討を要するという声であるとか、そもそも電気事業の

枠組みを超えた個別政策での対応も検討すべきではないかとか、誰が担うべきか悩ましい

問題だよね、というようなご意見も頂きました。 

 また、仮に特定の地域において経過措置料金の解除基準が満たされた場合でも、その地

域において特定の料金メニューがどういったスイッチング状況にあるとか、あるいは自由

メニューにおいてそういったメニューが位置付けられているかどうかといったことも含め

た需要家の影響なんかも精査する必要があるのだろうと考えていますので、この点につい

ては引き続き慎重な検討を要するということもありますので、当面は経過措置料金の在り

方についての検討、次のページに出てきますけれども、そちらを先行することとしてはど

うかと思ってございます。 

 もちろん特定の地域において解除基準を満たすことが明らかになった場合には、これら

の議論、もちろんしっかり取り組むということではあるんですけれども、まずは既存の料

金メニューについての既存の経過措置料金の在り方についての検討を優先してはどうかと

いうことで書いてございます。 
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 ６ページに進んでいただきまして、その既存の経過措置料金の在り方をどうするんだと

いう話ですけれども、第５回のワーキングとかで燃料費調整制度の上限なんかについては、

おおむねこれは見直したほうがいいのではないかといったご意見が大半だったかなと思っ

ておりますし、それ以外にも人件費のエスカレーションをどういうふうに織り込んでいく

のか、織り込みが必要だというようなご意見であるとか、インフレ下においては届出制で

対応するなど柔軟な制度設計が必要ではないかといったご意見、あるいは新規の制度的措

置、ＧＸ－ＥＴＳとか、これも含めて現行の料金制度が前提としない制度の費用への反映

が必要ではないかといったようなご意見を頂いたと受け止めております。 

 こういったご意見を踏まえて、経過措置料金については燃料費調整制度の上限に限らず

ですけれども、事業者の努力が及ばない外生的な費用変動要因としてどのようなものが考

えられるのか、現行の料金制度が前提としない制度としてどのようなものが考えられるの

か、その制度の創設によりどのような費用がいつどれぐらいの量で発生するのかといった

ことをちゃんと精査していかなければいけないなと思っておりますし、その上で今、電

力・ガス取引監視等委員会においてもレベニューキャップ制度における物価上昇への対応

に関する議論も行われていると認識しておりますので、こういった議論の状況も参考にさ

せていただきながら、事業者の努力の及ばない外生的な要因について柔軟に価格転嫁でき

る仕組みの検討であるとか、もちろんその際には需要家保護の観点も含めてにはなります

けれども、経過措置料金の在り方について深く検討を進めていくこととしてはどうかと考

えております。これについては以上になります。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございました。それで、確認ですけれども議題では５番小売電気事業

者の関係ですね。それから６番が経過措置の関係。これについてご説明いただきました。 

 皆さんからご意見あるいは質問を頂きたいと思いますけれども、これはチャット欄でお

名前と発言希望とこちらにお知らせいただいて、こちらからご指名するという形にしたい

と思います。いかがでございましょう。どなたかご発言ご希望いらっしゃいますか。 

 髙橋委員ですね。髙橋委員、どうぞご発言ください。 

 

○髙橋委員 

 はい、髙橋です。資料７の４ページ、５ページについて１点だけ申し上げます。休眠し

ている事業者に対して登録取り消しをするというのは賛成します。ただ、こういう積極的

な違法行為ではなくて、不作為によって支障が生じている場合については、事前に営業命

令等を行って作為義務を確定した上で取り消しをしたほうが、いきなり取り消しをするよ

りかはトラブルにならないと思っておりまして、この辺は法制的なこともあると思います

ので、この点もご確認、ご検討いただければありがたいと思います。 

 資料８については、基本的に６ページの方向でご検討いただくことについては賛成いた
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します。以上です。 

 

○山内座長 

 ありがとうございました。それでは、次は常峰委員ですね。どうぞご発言ください。 

 

○常峰委員 

 はい、ありがとうございます。資料８についてでございます。ご検討いただいている方

向性に異論ありません。記載されていますけれども、経過措置規制料金で事業者が不合理

な経済的デメリットを負わないように提案されているような、事業者の責めに帰さない要

因の費用増加の確実な回収などにつきましては、柔軟に対応していくことが重要と考えて

おります。以上でございます。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございます。次は原委員、どうぞご発言ください。 

 

○原委員 

 はい、ありがとうございます。資料７の小売電気事業者による安定的な事業実施の部分

なんですけれども、３つの課題について、まず 24ページにお示しいただいたとおりに進め

ていただければと思います。特に休眠事業者についてコメントさせていただきたいと思い

ます。 

 最近も事業者が特定商取引法違反で逮捕されたというニュースがありました。登録事業

者であるにもかかわらず、電力供給契約の勧誘の際に電気料金が安くなると言いながら実

は大変高額だったとか、契約前の交付書面を出さなかったというような消費者相談が後を

絶たないということは、大変問題だと思っています。 

 電気事業者への信頼性を確保するためにも、こういった事業者には厳しい対応が必要と

思っておりますが、登録が悪用される可能性もあると考えますと、今回事業環境の整備と

いう意味で休眠事業者の登録を取り消すことができるよう制度措置を検討することに賛同

いたします。また、理由いかんでは規律を守って事業を続けたいという事業者には、再登

録を認めることにも賛同いたします。以上です。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございました。次は四元委員、どうぞ。 

 

○四元委員 

 四元です。ありがとうございます。今の原委員のお話にもちょっと関連しますが、資料

７の休眠事業者についてですけれども、原委員がおっしゃったような不適切事案というの
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は、ご確認ですけれども、従前の電気事業法の違法事業者のような認定で登録取り消しを

するけれども、今回は今までの枠組みとは別に、言ってみれば悪くないけれど、と。別に

違法認定はしなくて、一定期間休眠状態が続くと登録取り消しをできるような措置を別途

検討されるということになるんでしょうか。１点ご確認させてください。 

 あと、この点も含めて資料７の３件の制度的手当てですけれども、適切な機会にこうや

って丁寧にやっていただくというのはとても良いことだと思っております。以上です。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございます。次は田村委員ですね。どうぞご発言ください。 

 

○田村委員 

 はい。みずほ銀行、田村です。ご説明ありがとうございます。資料７、小売の安定的事

業実施の件ですけれども、この休眠事業者の方々ですね、特に強い理由がなくそのような

状況にあるということであれば、ご記載のとおりの対応というのはいいのではないかと思

っております。 

 やはり各種報告の対応に要する行政、電力広域的運営推進機関さんの事務コストの観点

からも、とありましたけれども、いろいろなものを管理していく上ではコストもかかりま

すし、このような措置というのは一ついいのではないかと賛同しております。 

 それから、資料８です。経過措置のほうですけれども、こちらも基本的には事務局の資

料に賛同しております。ご記載されているところを重複するようではございますけれども、

燃料費やＧＸ－ＥＴＳですね。特にＧＸ－ＥＴＳには新しい制度、当初考えられていなか

ったような制度であったり、人件費の高騰であったり、こういったものを価格にどう反映

させていくのか、電力システムの持続的な維持にもつながるお話かと思いますので、制度

改定に伴って発生するようなものに対しての適切な価格反映に向けて議論を進めていただ

ければと思います。以上です。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございます。次は外野委員、どうぞ。 

 

○外野専門委員 

 経団連の外野です。資料８の経過措置料金の解除に関して、６ページ目に挙げられた料

金の在り方について、検討を深めていただくことに賛成いたします。また、効率的な事業

実施に向けた事業者の努力は需要家としてしっかりお願いしたいと考えます。 

 その上で、燃料費や物価の上昇、ＧＸ－ＥＴＳなどのコストはそれぞれ程度の差はある

ものの、スムーズにコスト転嫁ができなければバリューチェーンのどこかにゆがみをもた

らすものと考えております。需要家にとって納得感のある内容で検討を進めていただきた
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いと考えます。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとう。次は小宮山委員、どうぞ。 

 

○小宮山委員 

 はい、小宮山です。ご説明ありがとうございました。まず資料７の蓄電池に関して、蓄

電池事業者の今回の法令上における位置付けに関して、合理的な方向性であると受け止め

ておりますので、賛同させていただきたいと思います。 

 それで、少し本日の議題から離れる点ではございますけれども、再エネの普及が進む中

で今後、同期調相機など電圧の安定化などをはじめ、電力系統の安定性に寄与する設備を

導入する事業者の位置付けについても整理が必要となる可能性があるかとも考えておりま

すので、今後の市場の動向も踏まえて必要に応じてご検討いただければと思っております。 

 それから、資料８の経過措置に関して、価格転嫁の柔軟性が高まることで電源投資や供

給力の確保にも寄与し得る可能性もあるかと考えておりますので、外生的な要因について

は柔軟に価格転嫁できる仕組みを検討していくという方向性に賛同いたします。以上でご

ざいます。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございます。次は秋元委員、どうぞ。 

 

○秋元委員 

 はい、ありがとうございました。資料７については賛成です。それで、資料８も賛成な

んですけれども、少しだけ申し上げたいと思いますが、今回経過措置料金解除のほうを検

討するということではなくて、柔軟な経過措置料金の中身の対応ということでの検討を進

めるということで、現実的な対応かなとは思って賛成したいと思います。ただ、本質的に

経過措置料金をどう解除していくかということも長期的な課題としては併せて検討をして

いくということも大事かなと思いました。 

 その上で、今回のご提案、１点だけ、最後のスライドだったと思うんですけれども、Ｇ

Ｘ－ＥＴＳ等の新規の制度に対するコストの、どう書かれていたかあれなので、コストの

転嫁みたいな話が６ページ目ですかね。新規の制度的措置の費用への反映が必要というこ

とで書かれていましたけれども、そもそも既存の制度で例えば高度化法の義務達成市場と

かのコストが十分転嫁できないと、迅速に転嫁できないという問題もあると思っています

ので、もちろんそれも含めてということだとは思うんですけれども、ここで新規の制度的

措置ということしか書かれていないので、決して既存の部分でも忘れないようにというこ

とを申し上げておきたいと思いますし、早い検討をして迅速にこれが適用されるようにし
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ていっていただきたいと思いました。以上です。 

 

○山内座長 

 ありがとうございました。次は川上委員、どうぞ。 

 

○川上委員 

 ありがとうございます。私からは資料８の経過措置についてです。６ページに記載いた

だいている内容の今後の進め方については、異論ございません。 

 ＧＸ－ＥＴＳの対応についてですが、どのような費用がいつ発生するのかという点は、

まだ取引も始まってない状況であり、調達方法や価格も異なる面もあるため、難しさもあ

りますが、できるだけ早いタイミングで整理いただければありがたいと考えております。 

 今後、日本でも電力需要が増加傾向にある中で、海外の優良投資家におきましても、本

邦電力会社への投資を積極化していきたいというスタンスではございますが、海外と大き

く異なる点として、日本の料金政策の予見性を高められないという点が一つございます。

柔軟に価格転嫁できる仕組みの検討と記載いただいておりますが、こういった点はできる

だけ早く整理いただけるとありがたいと考えております。以上でございます。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございます。次、皆藤委員、どうぞ。 

 

○皆藤専門委員 

 はい、ありがとうございます。皆藤でございます。私からは資料７についてコメントを

させていただきます。休眠事業者の対応についてでございますけれども、不正行為が起こ

りかねない温床を未然に防止するという取り組みというのは、非常に重要なことかと思い

ます。 

 また、電気料金については、燃料や人件費の高騰などにより、コストがどうしてもかか

り得るものだという現状において、少しでも抑制できるというような取り組みも重要と考

えます。 

 併せて５ページに記載がございますけれども、再登録を希望する方においては、問題が

ない場合は再登録ができるということ、こういった救済措置もあるということも非常に重

要な観点と思っております。私からは以上でございます。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございます。他に委員の方でご発言のご希望いらっしゃいます？ よ

ろしいですか。それでは、オブザーバーの方のご発言に移りたいと思いますが、まず最初

に電気事業連合会、安藤オブザーバー、どうぞ。 
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○安藤オブザーバー 

 どうぞよろしくお願いします。資料８についてコメントをさせていただきます。まず３

ページの最終保障供給についてでございます。これまでのワーキンググループにおいても、

多くの委員の皆さまから、経過措置が残ること自体が小売全面自由化の趣旨に照らして問

題であり、早期の解除が必要であるというご指摘があったと認識をしております。低圧分

野におけます最終保障供約については具体的な仕組みや運用の整備が必須となりますので、

検討に一定の時間を要することを踏まえますと、各種論点につきまして速やかに取り組ん

でいただきたいと考えております。 

 次に、６ページの経過措置料金の在り方についてでございます。経過措置が解除されず

に残さざるを得ない場合には、経過措置料金において旧一般電気事業者に課せられた供給

義務を果たす上で必要となるコストの回収は大前提となります。その点からも、ウクライ

ナ侵攻時の燃料費高騰を教訓とした燃調上限の見直しや、安定供給や脱炭素の推進を目的

としましたさまざまな制度措置により発生する外生的な要因による費用変動につきまして

は、柔軟に料金へ反映できる仕組みの導入が必要不可欠と考えております。 

 また、従来から申し上げておりますが、これらの論点は公平な競争環境の下、自由化の

恩恵をお客さまへお届けするためにも速やかに整理すべきものと認識をしております。引

き続き事業者としても検討に協力してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

私からは以上でございます。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございました。次は電力総連、片山オブザーバー、お願いします。 

 

○片山オブザーバー 

 はい、よろしくお願いします。資料８につきまして意見を述べさせていただきます。 

 まず本質的な課題として、この経過措置料金が解除されていない現状の状況につきまし

ては、本来あるべき自由化の姿ではなく、小売電気事業者間の公平性に疑問が残り、競争

をゆがめる要因となっていることは事実でございますので、このような状況が継続するこ

とは本来望ましくないということを改めて申し述べたいと思います。 

 その上で、現実的な対応として経過措置料金への検討をしていただくことの方向性は理

解をしたいと思っております。その上で、この経過措置料金につきましては、特に事業者

の努力が及ばない外生的な価格変動への対応など、課題解決に向けた制度整備に向けて速

やかな議論を求めていきたいと思っております。 

 とりわけこの燃料費調整制度につきましては、制度本来の目的を改めて確認いただくと

ともに、事業者への影響であるとか需要家の皆さまへの納得性みたいなものを勘案した上

で、上限の在り方については検討をぜひ早急に進めていただきたいと思います。以上でご
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ざいます。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございます。次はＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ、香月オブザーバー、どう

ぞ。 

 

○香月オブザーバー 

 はい、ご説明ありがとうございます。まず資料７につきましては、事務局のご提案に異

存ございません。次に資料８の６ページについてですが、こちらについても基本的に賛成

です。 

 現在の経過措置料金に織り込まれていない、事業者の努力が及ばないような外生的な価

格変動要因としての燃料費やインフレ、現行の料金制度が前提としていない制度としての

ＧＸ－ＥＴＳなどを織り込んでいくことで、事業者だけがこうしたコストアップをかぶる

のではなく、需要家に対して明確に転嫁できる仕組みを作っていくことは重要だと存じま

す。 

 また、需要家や国民に対する国からの説明なども併せて重要かと存じます。こうした取

り組みを早急に行うことで、安定供給に真摯（しんし）に取り組んでいる事業者が健全に

事業を継続できるような制度としていただきたいと思います。以上です。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございます。次は電取委の新川オブザーバー、どうぞ。 

 

○新川オブザーバー 

 はい、新川でございます。ありがとうございます。まず原委員からご指摘を受けました

件でございますが、特商法は特商法としてもちろんそちらのほうでしっかりとされるべき

だと思っておりますが、併せて電気事業法としてどういうふうに対応すべきかについては

監視等委員会としてもしっかり対応していきたいと思っておりますし、この事案に限らず

消費者保護の観点から適切な小売事業が行われるように、引き続き厳しく監視してまいり

たいと思っております。 

 それから、あと休眠事業者への対応についてでございますけれども、事業の休止や小売

供給の不実施等についての確認というのをどうやっていくのかというのは、今後具体的な

ところはもっと深掘っていく必要があると思っておりますので、しっかり検討にも協力し

ていきたいと思っております。 

 それから、最後の経過措置料金のところで、ＧＸ－ＥＴＳ等の現行の料金制度が前提と

していない制度についてどのように考えるのかということでございますが、反映できるだ

けしていくべきと思っておりますが、費用が発生する場合もあれば収益が発生する場合も
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あるので、その場合にどのように取り扱うのかについてもしっかり整理していただく必要

があると思っております。以上でございます。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございます。他にご発言ご希望の方、いらっしゃいますか。 よろし

いですか。それでは、今幾つかご意見いただきましたので、事務局からご回答、それから

コメントをお願いいたします。 

 

○小柳電力産業・市場室長 

 はい。ご意見いただきましてありがとうございます。おおむね方向性については賛同い

ただけたのかなと思っておりますけれども、幾つかご質問を頂きましたので回答差し上げ

ます。 

 髙橋先生からは、取り消しをする前にどういった手続きを踏むかというようなご意見を

頂いたんだと思っておりますので、他法令なんかも参考にしながら、こちらについては検

討してみたいなと思います。 

 原委員からは、電気事業法の解釈の問題と、系統のほうに影響があるのかといったよう

な、系統連系のルールの変更なんかにはつながるのかといったようなご意見、ご質問だっ

たかなと思っていますけれども、今回のこの解釈の明確化自体がこういった系統連系ルー

ルの変更につながるというわけではないと理解をしております。 

 四元先生からは、この登録取り消しについて今の違法性があるようなものとは別の仕組

みとして作るのかというようなご質問だったと思いますけれども、そちらの方向で別の仕

組みとして創設する方向で検討したいと思ってございます。 

 秋元委員からは、新規の制度的措置というところについて、高度化法なんかについても

というようなご意見いただきましたけれども、すいません、こちらのわれわれの資料の作

り方があまりよくなかったかもしれませんが、ご意見いただいたところは下から２つ目の

現行の料金制度が前提としない制度というところで受け止めているつもりでしたので、す

いません、書き方がよくなかったかもしれませんけれども、そういうふうにご理解いただ

ければなと思います。いったん、事務局からは以上になります。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございました。よろしいでしょうかね。基本的に皆さん、この議題の

５と６ですか、これについてご賛同いただいて、考慮すべき点とか、あるいは確認すべき

点とか、こういったところを頂いたと思いますので、事務局でこの先、進めていただけれ

ばと思っております。 

 それでは、議事は進めますが、議題は１と２に移りますけれども、取りあえず議題１の

供給力確保に向けた方策ですね。これについて、まずは事務局からご説明いただくという



 15 

ことでお願いいたします。 

 

（１）供給力確保に向けた方策について 

 

○佐久電力供給室長 

 はい、電力供給室長の佐久です。資料３に基づきまして、供給力確保に向けた方策につ

いてご説明させていただきたいと思います。 

 ２ページですけれども、もともと 10 月 31 日の次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会

において電力需給の議論が行われ、それを踏まえて前回の本ワーキンググループにおいて

供給力確保に向けた方策について、改めてさらなる取り組みが必要ではないかということ

で、大きな大枠の問題意識を問題提起させていただいたところでございます。 

 本日は引き続きまだ抽象度が高い議論ではございますけれども、前回の議論を踏まえて

より今後具体的に検討していく方向感、こういった方策のイメージをお示しをしてご議論

いただきたいと思っております。 

 ページをおめくりいただきまして、７ページでございます。まず現在の中長期の供給力

確保についての枠組みということでございまして、８ページには図にしたものをお示しし

ておりますけれども、７ページには文章でいろいろまとめておりまして、長期脱炭素電源

オークション等の電源投資促進策、さらには実需給４年前に行われる容量市場メインオー

クション、実需給の１年前に行われる容量市場の追加オークション、実需給の数カ月程度

前に行われる需給検証の結果を踏まえた追加供給力調達、こういった複数の枠組みを組み

合わせて、現在この中長期の供給力確保について必要な対応を行っているというところで

ございます。 

 前回のワーキンググループでは、今後、当分の間、わが国は電源移行の過渡期にあると

の認識の下で、年々複雑さ困難さを増す中で電力の需給調整を円滑に行い、我が国の電気

の安定供給を確保していくことが必要ではないかという視点から、さまざまなご議論をい

ただきました。 

 改めて供給計画の状況を確認いたしますと、やはり今後需要が増加をするという見通し

がある一方で、年々供給力の確保は難しくなっていくということだと理解をしております。

また、容量市場の追加オークションの約定結果を見ても、例えば東京エリアでは２年連続

でエリアの供給信頼度未達が発生しているという状況がございまして、必要な供給力の確

保に向けてしっかりと取り組んでいく必要があるということだと思っています。 

 こうした状況に対する短期的な対応手段というのは限られるわけですけれども、長期に

わたりこうした状況が継続しないようにするためには、これまでの供給力確保策を振り返

りながら、今後に向けて以下の３点から具体的な制度改善等を検討していく必要があるの

ではないかと考えています。 

 １つ目が、電源や系統整備のリードタイムを勘案し、中長期的な視点から必要な設備投
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資を後押しするための仕組みの在り方という視点でございます。２つ目が、容量市場の見

直し等による稼働可能な電源の最大限の確保と、容量市場不落札電源の維持・確保に向け

た仕組みの在り方ということでございます。３つ目が、施工力制約等により柔軟な補修時

期の調整が困難になる中での計画的な追加供給力確保の在り方ということでございます。 

 そして、８ページは先ほど申し上げましたように、先ほど口頭で申し上げた幾つか複数

の仕組みというものを図にして、時系列の中でどんな仕組みがあるのかということをまと

めた参考資料となっておりますので、細かい説明は飛ばします。 

 続きまして９ページでございますけれども、先ほど申し上げた３つの視点ですね。具体

的な検討の方向感を、より問題意識をブレークダウンをした資料をここから記載させてい

ただいております。 

 まず最初に、電源や系統整備のリードタイムを勘案した中長期的な設備投資を後押しす

る仕組みの在り方ということでありますけれども、電源や系統投資のリードタイムを考え

ると、実需給の 10年程度前には少なくとも国だったり、あるいは電力広域的運営推進機関

だったり、エリアの一般送配電事業者が中長期的な需給・系統状況の見通しを共有し、必

要な対応を計画的に進めていくということが必要になるのではないかと考えています。 

 可能な限りその需給・系統状況の見通しの確度を高めるためには、事業者の競争上の観

点等から公にすることが難しい情報も含めて、中長期的な目線での電源の休廃止に向けた

検討状況などの情報について、保秘に十分な注意を払った上で関係者が把握をするという

ことができるようにする必要があるのではないかと考えています。 

 その上で、そうした情報を活用しつつ、中長期的な目線での電源投資や系統整備が進む

ようにするためには、現在の制度をどのように見直していくことが必要かと、この辺のと

ころをさらに深掘りをして議論をしていく必要があるかなと考えてございます。 

 10 ページですけれども、容量市場の見直し等による稼働可能な電源の最大限の確保と、

容量市場不落札電源の維持・確保に向けた仕組みの在り方ということについてでございま

すけれども、まず容量市場のメインオークションにおいては、複数のエリアにおいてエリ

アの供給信頼度未達が発生をしている状況がございます。 

 足元、特に火力発電の話ですけれども、やはり火力発電の収益性が低下をするという方

向感というのは、今後もその傾向が継続する可能性が高いのではないかと思っておりまし

て、こうした状況を踏まえると、容量市場において十分な供給力を確保していくためには

容量拠出金に与える影響に注意が必要だということはもちろんですけれども、さまざまな

発電事業者を取り巻く事業環境変化に対応するような形で、ＮｅｔＣＯＮＥ価格の見直し

など、稼働可能な既存の電源を最大限確保するための制度見直しに取り組む必要があると

考えてございます。 

 また、容量市場は実需給の４年前に稼働可能な電源を高い確度で把握するための重要な

枠組みだと私どもとしては位置付けておりまして、現在その市場支配力を有する事業者に

は容量市場への供出を求めているところでございますけれども、今後はこうした取り組み
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に加え、供給力を確保するために一定のルールを整備した上で、より多くの事業者に容量

市場への供出を求めることが考えられるのではないかと思っております。 

 容量市場に基本的に大多数の電源に出てきてもらえれば、その中で制度見直しをしたと

しても引き続き不落札となる電源が生じる可能性があるということではありますけれども、

その不落札が生じた電源について政策当局として個別に事情を確認をするといったような

対応が可能になると考えておりまして、そうした事情を確認した上で、需給運用や系統運

用の観点からその電源の維持の必要性を確認をしていくということができるし、必要にな

ってくるのではないかと考えています。 

 その上で、仮に電源の維持が必要となった場合において、それを可能とするための仕組

みの在り方、費用負担の方法等ということですけれども、これについても検討を行ってい

く必要があると考えています。 

 その際、現在同じような趣旨でやっている取り組みとして追加オークションだったり、

あるいは予備電源制度といった既存の枠組みがあるわけですけれども、こうした既存の枠

組みとの関係整理ということにも取り組んでいく必要があるかなと思っています。 

 続きまして 11ページですけれども、施工力制約等によるという③番の観点であります。

これまで、基本的には実需給の２年前に容量市場において容量停止計画の調整を行った上

で、実需給の１年前に需給検証を行い、必要な補修調整を行ってきたということでござい

ますけれども、他方で、発電事業者に対するヒアリングの中で現場の補修点検等の施工力

には限界がある中で、今後これまで同様に柔軟に補修調整に対応することが難しくなって

いく可能性がある、こうしたご指摘が挙がっております。 

 一方で、実需給に近づかないとやっぱり確度が高い補修計画等の情報提供を行うことは

難しいと、こういった声も引き続き頂いておりまして、なかなか難しいかじ取りをしない

といけないということでありますけれども、こうした状況に対応するためには、これまで

の取り組みに加えて、補修点検等の発注を行うタイミングよりも前に各電源の運転計画を

国や電力広域的運営推進機関が把握し、より長期的な視点で計画的に必要な補修調整を依

頼するような取り組みを強化していく必要があるのではないかと考えています。そのため

に電源運用の実情を把握しつつ、現在の運用の課題を洗い出し、実効的な枠組みを作って

いく、そのための検討を深めていくこととしてはどうかと考えています。 

 本日の議論は、またこれも大枠をお示しをしているというところでございますけれども、

特にこの３つの視点から、さらに関係審議会、あるいは電力広域機関の関係委員会におい

て議論を深めていただくということが必要ではないかと考えているところでございます。 

 最後 12ページは、来年度といいますか、先ほどご覧いただきましたどのような供給力確

保策があるのかというところに今申し上げた３つの視点、①～③の視点についてそれぞれ

どういった関係性にあるのかというのを図にして示したものであります。 

 最初の話はどちらかというと、時系列的に言うと中長期の視点であらかじめ設備形成を

するために、どういうより良いやり方があるのかという①の話でありまして、②の話は容
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量市場から始まる実需給、大体４年ぐらい前からの供給力を確保していくための方策の在

り方。さらに、③番として実運用のタイミングでより効率的、効果的な実運用の仕方、計

画的な実運用の仕方を実務としてどういうふうに作っていくのかと、こうした観点だとい

うことでございます。私からのご説明は以上であります。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございました。それでは、議題の２も一緒に議論をしたいと思います

ので、資料４の電力ネットワークの次世代化、これについては添田課長からお願いいたし

ます。 

 

（２）電力ネットワークの次世代化について（検討事項２及び３） 

 

○添田電力基盤整備課長 

 はい。では、添田から資料４、説明をさせていただきます。本日の議論、２スライド目

でございます。ネットワークの整備に関する議題でございます。１つ目の丸にありますよ

うに、地域に遍在する脱炭素電源を最大限活用するとともに、データセンター、半導体、

製造業の電化などによって予想される電力需要の増大に対応していくために、今、既存設

備を最大限活用するための系統接続ルールの見直しというのを別の審議会のほうで議論を

いただいてございますけれども、それと併せて送配電網の整備、新しく作るというほうも

加速していくことが不可欠だろうと思ってございます。 

 エネルギー基本計画ですとか、ＧＸ2040 ビジョンといったようなところでも地内基幹系

統の効率的・計画的な整備を促す仕組みですとか、北海道・本州間海底直流送電の大規模

な地域間連系線の整備に向けた資金調達等の課題に対応するための必要な制度的措置とい

うことを検討するということになってございます。また、先般閣議決定されました総合経

済対策においても同様の記載がございます。 

 本日のワーキングですけれども、大規模な地域間連系線の整備の現状をまずご報告させ

ていただきたいと思います。その後、この①②にありますような地内系統の計画的な系統

整備の方向性、それから大規模系統整備に係る資金調達の円滑化等に関する制度的対応の

方向性についてご議論いただきたいと思ってございます。それから、最初に意見募集で寄

せられた主なご意見も、この後、紹介をさせていただきます。 

 それでは、６スライド目をご覧ください。まず最初に意見募集で頂きましたご意見、ご

紹介をさせていただきます。地内系統の計画的な整備に関しましては、プライオリティー

付けについて脱炭素電源の供給・利用拡大とセットでといったようなお話ですとか、系統

運用者のキャッシュフローの改善ですとか、社会全体のコスト低減に資する枠組みが重要

ではないかと。 

 あるいは、国などの公的な機関が一定程度関与しつつ、地内系統についても計画を策定
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して整備する仕組みが必要ではないかと。その後も、こちらはその次も一般送配電事業者

に任せるのではなくて、国としてデザインを示して、情報公開をしっかりやるべきではな

いかと。 

 それから、需要側での対策へのインセンティブ付与ですとか、分散型電源の活用という

オプションもしっかり検討してほしいと。それから、あとは系統運用者による発電事業者

への情報開示を強化することによって、電源投資しやすい地域が明らかになるということ

も大事ではないかといったご意見も頂きました。 

 ７スライド目は、今度は地内ではなくて大規模な系統の整備、連系線などを想定したと

ころかと思いますけれども、そちらに対する資金調達の円滑化に関するご意見も頂いてご

ざいます。 

 一般送配電事業者さんのキャッシュフローの改善、投融資枠の逼迫（ひっぱく）の改善、

調達コスト上昇抑制につながるのではないかといったところですとか、事業報酬率につい

て投資家目線から求められる自己資本報酬率を勘案した、適切な資本調達コストが必要で

はないかといったご意見。 

 それから、レートベースの算入というのが今議論はされているんだけれども、このレベ

ニューキャップの第１規制期間の期初想定からの金利変動影響について、事後調整も含め

て早期の制度措置を検討してほしいとか、外生的要因で変動するコストも含めて適切なタ

イミングで確実に費用回収できる仕組みもお願いしたいといったご意見を頂きました。 

 それから、全般的に国民が納得できる負担の程度を見据えて検討を進めてほしい、ある

いは国民理解のための説明をお願いしたいといったようなことですとか、必要性や費用対

効果はよく見極めてほしいと、こういったご意見を頂いてございます。 

 続きまして、大規模な地域間連系線の今どういう整備状況かということをご紹介をした

いと思います。９スライド目をご覧ください。こちらの下の日本地図を模した図にござい

ますように、地域間連系線の整備を特に震災後に順次進めてまいりました。 

 再エネ大量導入と電力の安定供給に向け、現在計画的に対応していくということで、プ

ッシュ型に転換して作っていこうということになってございます。マスタープランという

ものを作って整備を進めているという状況でございます。 

 今まさに動いているプロジェクトとしましては、中国九州間の連系設備、関門連系線の

増強と、北海道・本州間の海底直流送電の整備というのが動いてございますので、こちら

の状況をご報告をしたいと思います。 

 11 スライドをご覧ください。まず関門の連系線でございます。今、九州エリアは特に再

エネの導入量が増加してございます。今後、洋上風力などもさらに入っていくということ

が想定されてございます。こうした中で、さらなる再エネの導入とレジリエンスの強化に

向けまして、九州エリアと中国エリアを結ぶ地域間連系線、既存のものもございますけれ

ども、こちらの容量を拡大するべく、今、関門連系線の整備を進めているという状況でご

ざいます。 
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 12 スライド目をご覧ください。こちらにつきましては、今年の 10 月 15 日にＯＣＣＴＯ

さんのほうで広域系統整備計画が策定をされました。工事費は 4,412 億円ということで、

海底ケーブルで造ることになってございまして、非常に工期、費用共にそれなりの時間と

コストがかかるという、巨額の事業になってございます。 

 こうした大規模な系統整備に当たりまして、やはり資金調達・資金回収が課題となりま

すので、３つ目のポツにありますような制度的措置を検討・整理してきたところでござい

ます。具体的には追加の事業報酬率を設定できるということに整理をしたり、あるいは建

設中の資産のレートベースへの参入について、現行の 50％から 100％に見直すということ

に整理をするということで、資金的な面でのサポートを進めているという状況でございま

す。 

 次に、北海道・本州の海底直流送電についてご紹介でございます。16 スライド目をご覧

ください。こちらにつきましては、北海道・東北エリアで導入が進みます再エネのさらな

る活用ですとか、レジリエンスの強化を通じた電力の安定供給の観点から重要なプロジェ

クトということで進めているものでございます。 

 下の地図にありますとおり、北海道から日本海側に連系、直流送電を整備するというも

のでございまして、いったん東北地方までつないで、さらにその後、新潟のほうまでつな

ぐと、こういった計画になってございます。 

 17スライド目をご覧ください。こちらの計画につきましては、2022年の７月からマスタ

ープランを踏まえて計画策定プロセスを進めているところでございます。昨年 12月に一般

送配電事業者の４社から実施案への応募意思表明がなされまして、今年の２月に有資格事

業者としてこの４社を選定をしたところでございます。 

 今、実施案の作成に向けたさまざまな調整を進めていただいてございますけれども、か

なり大規模な、本邦で前例のない規模のプロジェクトファイナンスとなるということが想

定されてございまして、やはり資金調達が大きな課題ということになってございます。 

 こうした課題の解決に向けましては、有資格事業者によるさらなる検討に加えまして、

国や電力広域機関による制度面を含めた対応について、引き続き検討していくことが必要

だと考えてございます。 

 本日この後ご説明させていただきます資金調達の円滑化等に向けた対応策も含めて、資

金支援の具体化、制度化に向けた対応や検討を進めていかなければならないという状況に

なってございます。 

 18 スライド目以降は地内系統の整備に関する方向性をご提示したいと思ってございます。

19 スライド目をご覧ください。連系線だけではなくて地内系統のほうにつきましても再エ

ネのさらなる導入拡大ですとか、データセンターを含めた電力需要の増加が見込まれてご

ざいます。 

 一方で、系統設備の工事のほうは用地取得、地元理解、工事力の確保、機材の調達とい

うことで、費用と時間を結構要するプロジェクトでございます。従いまして、都度の対応
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ではやはり迅速に整備できず、需要家の投資意欲ですとか、あるいは国として必要なもの

が整備がなかなか進まないという懸念があるかと思います。 

 こうした観点から、地内系統につきましても中長期的な電源ですとか需要の在り方を見

据えまして、先行的・計画的に整備を進めていくことが必要ではないかと思ってございま

す。このため、一般送配電事業者さんから計画を策定をしていただき、国・電力広域機関

がその内容を確認することで、先行的・計画的な整備を進めてはどうかと考えてございま

す。 

 先ほど申し上げたとおり、工期、資金が大きくなりますので、資金調達・費用回収を円

滑化するための措置も講じていかなければならないと考えてございます。地域間連系線の

例を参考に、先ほど申し上げたような確認を受けた計画の設備につきましては、電力広域

機関さんからの貸し付けの対象に地内系統も加えてはどうかと思ってございます。 

 対象といたしましては、やはり便益が広く系統利用者に受益するという観点などを踏ま

えまして、大規模かつ基幹的な系統を対象としてはどうかと思ってございます。具体的に

は、一定以上の容量・電圧に係る設備をこうした計画、あるいは貸し付け支援の対象とす

るということを基本としながら、具体的な水準については引き続き検討をさせていただき

たいと思ってございます。 

 続きまして、20 スライド目からは、こうした大規模な系統整備についての資金調達の円

滑化に向けた対応のオプションの拡充といったような話をさせていただきたいと思います。 

 21 スライド目をご覧ください。先ほどご紹介させていただきました北海道・本州間の海

底直流送電といった地域間連系線ですとか、今ほど説明をいたしました地内系統の整備で

すけれども、繰り返しになりますけれども巨額の投資が必要になります。 

 従来、一般送配電事業者さんは自らの信用力に基づきまして資金調達を行ってきてござ

いますけれども、大規模投資の場合は工期も長いですし、費用回収にも回収が始まるまで

の時間も非常に長いということになります。その資金をコーポレートファイナンスで調達

するというのはなかなか厳しい状況であると伺ってございます。また、金利も上昇してご

ざいますので、資金調達環境も厳しさを増していると聞いてございます。 

 現状は運転開始前の資金調達の円滑化のために、地域間連系線に対するＯＣＣＴＯさん

からの特定系統設置交付金というものと、あと、値差収益を原資とした貸し付けというも

のが措置されているところでございます。 

 しかし、大規模な地域間連系線ですとか地内系統の先行的・計画的な整備に向けて、こ

うした措置だけでは必ずしも十分ではないだろうと思ってございまして、手法をもう少し

拡充をしていかないと、なかなか進んでいかないのではないかという問題意識を持ってご

ざいます。 

 こうした観点から、前回のワーキングで政府の信用力を活用した融資制度ということを

ご紹介をさせていただきましたけれども、それに加えて以下（１）～（４）に書いており

ます対応について、本日ご紹介、ご議論いただきたいと思ってございます。 
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 （１）、１つ目は値差収益の取り扱いの柔軟化。２つ目はＧＸ政策の中でも系統整備へ

の貸し付けという措置ができないかというもの。３つ目は託送料金の前倒し回収。こちら

は以前こちらのワーキングでも議論いただいたものの、さらに詳細を議論いただきたいと

思ってございます。最後４つ目は地域間連系線の工事費用が増額した場合における回収の

考え方についてでございます。 

 22 スライド目、まず値差収益の取り扱いの柔軟化というテーマでございます。ＪＥＰＸ

で生じている値差収益でございますが、これは市場分断の結果生じるということで、現在

活用の目的はこの値差の縮小に充てるということになってございまして、地域間連系線の

整備への交付。交付というのは、連系線ができた後に費用をお支払いするというものを交

付と呼んでございますけれども、それと、できる前の貸し付けの原資として活用すること

が可能になっているというか、そのように運用してございます。 

 値差収益の交付のほうですけれども、こちらは設備の運転開始後に行うこととなります

けれども、貸し付けは運転開始前に行うことが可能になっていると。先ほど申し上げた北

海道・本州間の海底直流送電のような非常に大規模な地域間連系線の場合、最初の投資規

模が非常に大きいということになりますので、運転が開始する前に値差収益を貸し付ける

ことによって資金調達が円滑化され、整備に着手しやすくなると。それによってさらなる

市場分断の解消に資すると考えてございます。 

 現状は、値差の貸し付けにつきましては、交付業務に支障のない範囲ということになっ

てございますけれども、こうした状況を踏まえますと、活用できる値差収益の総額には配

慮しながら、状況に応じて貸し付けと交付で使途を柔軟に判断するということにしてはど

うかと思ってございます。 

 とりわけ、北海道・本州直流送電のような大規模な地域間連系線の整備が進行している

段階では、値差収益の用途としては交付より貸し付けを優先したほうが、よりこの整備が

進むのではないかと思ってございます。 

 また、民間の融資も当然ながら最大限活用するべきだと思ってございますけれども、そ

のためには民間融資の返済を優先した上で値差の貸し付けを返済するということにしたほ

うが、より民間融資を得やすくなるということがございますので、そういうやり方を認め

てはどうかと思ってございます。 

 続きまして、23 ページ目でございます。今後データセンター等による電力需要の急増で

すとか、先ほど佐久のほうから説明がございましたけれども、既存発電所の休廃止という

ことが進展をすると見込んでございます。そうしますと、中長期の供給力確保が喫緊の課

題となってくるというのが、新しい電気事業を取り巻く課題かと認識をしてございます。 

 こうした需要の増加に対して、連系線の増強と供給力の確保の両面から取り組む必要が

あるだろうと思ってございまして、それによって中長期的に必要となる電力インフラを効

率的に整備することが可能になるだろうと。 

 国として限られた財政リソースを有効活用しながら電気事業の健全な発展を図っていく



 23 

ために、今後、将来発生する値差収益につきましては、いったん国庫納付をさせていただ

いた上で、電力広域機関を通じて地域間連系線のこれまでやってきた整備に加えまして、

電力供給力の確保に資するような大規模な発電所等の立地地域の理解醸成のための対策で

すとか、重要な地内系統の整備のための対策にも値差収益を柔軟に活用できるようにして

はどうかと考えてございます。 

 つまり、値差収益の使途をこれまでの整理より少し広げて、より広い目的というか、電

力システム全体の安定化のために、もう少し広く使うということにしてはどうかというご

提案でございます。 

 続きまして、28 ページ目、ご覧をいただければと思います。ＧＸ政策の中でも系統整備

への貸し付けができないかという提案になってございます。１つ目の丸にありますけれど

も、こちらはＧＸのほうの専門家ワーキンググループの中で、ＧＸ実現の観点からも系統

整備が必要だろうと。そのための資金調達・資金回収を円滑化する枠組みについて検討を

深めていくということになってございます。 

 ２つ目の丸にありますとおり、ＧＸの実現に向けて系統整備は重要でございます。資金

面の要因で系統投資がなされないことは避けなければいけないということで、ＧＸ実現に

必要な系統整備に対しては、運転開始前に貸し付ける枠組みをＧＸ政策の体系の中でも新

たに設けることとしてはどうかと考えております。 

 その際、貸し付けの対象ですけれども、今ＧＸを実現させるために国内で戦略地域とい

うのを公募をしてございます。この戦略地域が幾つかパターンが、類型があるんですけれ

ども、製造業を脱炭素化するという観点でコンビナートの再生型という類型と、データセ

ンターの立地を促すという観点でデータセンター集積型という類型がございます。 

 このそれぞれの類型で、どうしても系統整備も不可欠な要素になってまいりますので、

こうした地域における系統整備の形成に必要な設備につきまして、ＧＸのほうからの貸し

付けができるようにしてはどうかと考えてございます。 

 本貸し付けも値差の貸し付けと同様に民間融資を最大限活用するという観点から、費用

回収の開始後に民間融資の返済を優先した上で、このＧＸからの貸し付けを返済するとい

うことを認めてはどうかと考えてございます。 

 続きまして、32 スライド目をご覧ください。次は託送料金の前倒し回収についてでござ

います。第 4 回の本ワーキングの中で、大規模な系統整備について系統整備に関した資金

調達の円滑化に向けまして、本来であれば完成してから受け取れる託送料金について、運

転を開始する前から費用を一部回収するということで、前倒し回収を認めてはどうかとい

うことでご議論をいただいてございます。今回はこの対象ですとか、どれぐらいの割合を

前倒しを認めるかということをご提案したいと思います。 

 まず 32スライド目では対象についてでございます。広域系統整備計画で定められた地域

間連系線につきましては、値差の貸し付けの対象と同様に、こう長が 100ｋｍ以上または

送電容量が 100万ｋＷ以上というものを対象にしてはどうかと考えてございます。 
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 地内系統につきましては、基幹的な系統を対象とする観点から一定以上の電圧に係る設

備を対象ということにさせていただき、どれぐらいの電圧が適正かということについては

引き続き検討させていただきたいと思います。 

 続きまして、33 スライド目でございます。前倒し回収をどれぐらいの割合で認めるかと

いうところでございますが、地域間連系線の整備につきましては世代間の公平性の観点で

すとか、運転開始前の期間が長期化すると資金調達が困難になるということのバランスを

見ながら考える必要があると思ってございまして、この下に記載してございます式のよう

な形で、工事費を回収し終わる前の期間に対して、運転開始までの期間の割合を前倒し回

収できる割合としてはどうかと思ってございます。これを基本としてはどうかと思ってご

ざいます。 

 その上で、系統整備が非常に大規模になる北海道・本州の直流送電プロジェクトのよう

なものにつきましてはプロジェクトファイナンスによって資金調達を行うことになります

が、こういう案件につきましては資金調達コストの上昇ですとか、資金調達そのものが非

常に難しいということも想定されますので、この前倒しの比率をさらに高くするというこ

とも考えてはいいのではないかと思ってございます。地内系統のほうにつきましては引き

続き検討を深めたいと思ってございます。 

 それから、再エネの賦課金を原資とした交付金というのもございまして、こちらは現在、

支払利息、債務保証料および損害保険料を対象に、運転開始前から一般送配電事業者さん

が受け取ることが可能な制度となってございます。 

 再エネの導入拡大のためにも系統整備が必要になってまいりますので、今回の託送料金

の前倒し措置も参考にしながら、対象となる費用の範囲を拡大することを検討してはどう

かと思ってございまして、こちらの審議会とはまた別の審議会のほうで議論を深めていた

だきたいと思ってございます。 

 最後、35 スライド目でございます。本ワーキングの第１回におきまして、地域間連系線

の工事費用が増額した場合のコストの検証の視点、あるいはプロセスを記載したガイドラ

インを作成しますという方向性をお示しさせていただきました。 

 電力広域機関さんのほうの議論を踏まえまして、コスト検証を行うタイミングですとか

視点、増額に対する検証の考え方について、今回ガイドラインの案を取りまとめてござい

ます。参考資料１としてお送りさせていただいてございます。今後、運転維持費に対する

検証の考え方についても、引き続き電力広域機関と連携をしながら、年度内を目途に作成

することにしたいと思ってございます。 

 なお、系統設置の交付金、これは再エネ賦課金が原資になっているものですとか、値差

収益が原資になっております広域系統整備交付金というものがございます。こちらの交付

額は今は電取委さんの査定を経た計画値に基づいて決定するということに整理をされてご

ざいますが、先ほど申し上げたとおり、工事費用が増額した場合はＯＣＣＴＯさんの確

認・検証を受けるというふうに整理してございまして、こちら一貫性を持たせるために、
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工事費用にかかる交付額の決定についてもＯＣＣＴＯさんの確認・検証を経た結果によっ

て決定するという整理に変更することが妥当ではないかと考えております。 

 また、昨今、労務費・建設費の高騰などによりまして、効率化インセンティブを働かせ

てもなお、系統整備に係る費用が上昇する事例が発生することも十分想定されるところで

ございまして、ＯＣＣＴＯさんの確認・検証のタイミングと、実際の交付のタイミングが

ずれるということもあり得ますけれども、その際は増額部分等も含めてもちろん適切に確

認をした上で、事後的に交付金額を調整するというスキームを認めてはどうかと思ってご

ざいます。 

 その他、参考資料を付けてございますけれども、説明は割愛をさせていただきます。私

からの説明は以上でございます。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございました。ということで、議題の１番と２番をご説明いただきま

したので、これについて皆さま、コメント、ご意見、ご質問をご発言願いたいと思います。

先ほどと同じ要領で、チャットで発言希望という形で書いていただいてお知らせいただけ

れば、こちらから指名するということにしたいと思います。 

 いかがでございましょう。最初のは供給力確保ということで。髙橋委員、ご発言くださ

い。 

 

○髙橋委員 

 はい、３点申し上げたいと思います。まず資料の３についてです。９ページですけれど

も、ご提案にありますように必要な見通しを、中長期的な需給・系統状況の見通しを把握

していくということは重要だと思います。 

 ただ、重要な経営戦略に係る部分で守秘性が高いものでございますので、把握する人の

範囲ですね。それは検討していただいたほうがいいのではないかなと思います。情報にア

クセスできる者の範囲というのを明確にしておいていただければありがたいと思います。

それが第１点です。 

 それから、資料の４でございます。19 ページに地内系統について計画で位置付けるとい

う話があったと思いますけれども、議論の当初から計画で位置付けるという話は出ており

まして、ただ、その時に計画期間の話ですとか計画事項であるとか、議論をしていた記憶

があります。これらの点が記載から抜けているので、そこら辺について、おおまかなイメ

ージをお示しいただいたほうがいいのではないかというのが感想です。 

 それから最後の点です。23 ページになりますけれども、収納の形から国庫納付に変える

というお話がありました。これは使途目的が電力広域機関の範囲から超えているので、い

ったん国に出してもらいましょうという話だと思いますので、その辺の説明があったほう

がいいのではないかなと思います。 
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 それから、広域機関で発生した値差収益を納付してもらうという形になりますので、こ

れの点について法令上の根拠が要るのではないかと思います。この辺についてのご整理を

お聞かせいただければありがたいと思います。以上です。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございます。次のご発言者は五十川委員ですね。どうぞご発言くださ

い。 

 

○五十川委員 

 はい、ご説明ありがとうございます。資料３のほうからコメントさせていただきます。

電源移行の過渡期にあるとの認識の下、安定供給を確保していくことが必要で、そのため

に具体的な方策を提案、整理いただいたものと理解しました。 

 提示されている方策は、差し迫った状況を考えるとそれぞれ検討しなければならないと

いうことなのかもしれませんが、一方で長期的に目指す姿として、過去、方策がどのよう

に対応しているのかという点がやや気になっています。 

 容量市場を中心に本来あるべき供給力確保の在り方という話が一方であって、他方で足

元で切迫した状況だからやむを得ず検討される、過渡期であるから取らざるを得ない方策

という話があるのではないかと思っていて、資料の方策がそれぞれどのように位置付けら

れるのかやや分かりにくく思っています。 

 例えば 10ページにありますＮｅｔＣＯＮＥ価格を含めた容量市場の見直しというのはい

ずれにせよ必要だと思いますし、やったほうがよいと思います。一方で、例えばより多く

の事業者に容量市場への供出を課すといった考え方や、あるいは別のところで９ページの

国などによる電源の休廃止情報の収集、11 ページの補修時期の調整の強化というのは施策

としてどういう整理になるのかなと思っています。 

 各論点について関係審議会および広域機関の関係委員会において議論を深めていくとい

うことでよいと思いますが、供給力確保の在り方として最終的にどのような形を想定する

のかという点と、短期的・中期的に必要とされる方策は何かという点は分けて、少なくと

もどこかではちゃんと把握、整理した形で議論を進めるべきではないかと考えています。 

 続いて、資料４についてです。送配電網の早急な整備、付随する資金調達等の課題への

対応は極めて重要な点であると認識しています。ということで、全体の方針として異論は

あるものではないのですが、１点だけ質問です。 

 22 ページでは値差収益の取り扱いの柔軟化について挙げられています。値差収益の用途

として交付より貸し付けを優先するという点が一つの考え方だと思いますが、一方で交付

が場合によっては少なくなるということについて、特に問題は生じないのかという点だけ

気になっています。私からは以上です。ありがとうございます。 
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○山内座長 

 はい、ありがとうございます。次は常峰委員、どうぞ。 

 

○常峰委員 

 はい、ありがとうございます。まず資料３、４、それぞれについて１点ずつコメントさ

せていただきます。 

 資料３でございますけれども、自由化された市場におきまして必要が出てくるのであれ

ば、供給力が確保されるように容量市場の仕組みを見直ししていくということは重要であ

ると考えられる一方で、前回のコメントとも重なる部分がありますけれども、発電所の廃

止は短期的な経済的な理由だけで決められているわけではないと認識しております。 

 ですので、さまざまな利害関係者との調整を踏まえて行われているということを十分に

踏まえて、事業者等の声を聞いて実際に機能するような制度を構築していただくというこ

とが重要と考えております。 

 続きまして、資料４についてでございます。地内系統整備の遅れは日本の産業力、産業

競争力にも直結する重要な課題であるとありますので、先行的、それから計画的な整備を

行っていくということは極めて重要と認識しております。その推進に資するような制度と

いうことには賛同したいと考えております。 

 そうした中で、事業者が投資の棄損リスクを負って先行的な投資を行うということは難

しいと考えられますので、仮に自己の責めに帰さないような理由で投資の回収が困難とな

った場合の措置を検討するということは必要になってくるのではないかと考えております。 

 一方で、先行投資するかは例えばＧＸの産業立地政策と整合性を取るなど客観性がある

ようなプロセスが必要で、一般送配電事業者任せの判断にならないようにするという点も

留意が必要ではないかなと考えてございます。 

 また、資金調達の支援につきましても、そちらが系統整備の遅れにつながらないように

あらゆる施策を検討し、実行していくということに賛同したく考えております。建設期間

中の早期回収という点についても支持したいと考えております。以上でございます。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございます。次の発言者は外野委員ですね。どうぞご発言ください。 

 

○外野専門委員 

 経団連の外野です。資料３の供給力確保に向けた方策について、挙げていただいた３点

は、いずれも重要な視点に立ったものであると考えます。一方、新たな制度の在り方を検

討していくのであれば、既存の政策・制度の役割について整理が必要な部分もあると受け

止めております。 

 例えば、現実的に供給力に不安がある中で、非効率石炭火力に対する政策措置を当面ど
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うするのか、予備電源制度をどのように位置付けていくのか、といった点を検討する必要

があると考えております。 

 これら既存の供給力の活用は、特に新設電源が間に合わない短期の対策としては必須で

はないかと考えております。実効性がある検討が進むことを期待しております。 

 方策③に関して、供給力が逼迫する中でやむを得ないところはありますが、夏季、冬季

の高需要期直前に補修点検、定期点検が集中することが、既に限られたマンパワーである

現場の負担になっています。必要な供給力を確保しつつ、難しいとは理解しておりますが、

点検の時期を平準化、実情を踏まえた検討を進めていただければと考えます。 

 資料４の電力ネットワークの次世代化について、前提として最終的な負担者である需要

家、ひいては国民に過度な負担がいかないように、費用対効果の観点を十分に踏まえてい

ただきたいと考えております。 

 その観点では、系統整備に非常に多くのコストがかかる中、系統を増強するだけでなく

大規模電源をどこに配置するか、再エネ等の調整力電源、いわゆるしわ取りができる電源

等、をどこに配置するかによって、結果として系統整備、その費用を抑制できる可能性と

いうものもあるのではないかと考えております。費用対効果の観点から系統整備と電源配

置を一体で最適化する議論も同時に進めていただければと考えます。 

 

○山内座長 

 ありがとうございます。次は小宮山委員、どうぞ。 

 

○小宮山委員 

 はい、小宮山でございます。まず資料３の供給力確保に向けた方策で、スライド 10の容

量市場での電源の最大限の確保に関して、基本的に賛同いたします。より多くの事業者に

容量市場への供出を求めて、供給力確保に向けた取り組みを一層強化していくという方向

性は大変重要かと認識しております。 

 その上で、対象となる事業者には容量市場のリクワイアメントを履行することが求めら

れるかと存じますけれども、対象事業者側でのその実行可能性も踏まえながら、今後さら

に詳細な検討を進めていただければと思っております。 

 次に、スライド 11の電源の補修点検の調整についてでございますけれども、こちらにつ

いても基本的には賛同いたします。需要に見合う供給力を確実に確保していく上で、大変

大切なプロセスであると受け止めております。 

 その上で、近年の高温状態の長期化など気象環境の変化によって電力需要の見通しが難

しくなり、補修のタイミングを見極めにくくなる、そうしたリスクや、さらに電源設備や

電力系統の老朽化、またご指摘のあった施工力の制約といった点を踏まえますと、容量市

場では実需給２年前に補修調整が行われておりますけれども、今後一層調整が難しくなる、

そういったリスクもあるのではないかと考えております。 
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 こうした最近の周辺環境も踏まえながら、どのような補修調整の依頼の実施の在り方が

全体としてあるのか、改めて補修点検の調整に関する検討を深めていただくという、そう

した視点が大変大切ではないかと受け止めております。私からは以上でございます。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございます。次は四元委員、どうぞ。 

 

○四元委員 

 四元です。ありがとうございます。資料３について１点だけコメントさせていただきま

す。９ページ目なんですけれども、事業者から前倒しで一定の情報提供を求めるというこ

とで、これは２ポツ目ですよね。これ自体に今何か異存があるわけではないんですけれど

も。３点目ですね。要するに、この情報を活用して何を目指していくのか、どう使ってい

くのか。３点目の記載、何となく前回よりやや資料上トーンダウンしている気もしないで

はないんですけれども、２点目と３点目というのはやはりセットで議論されるべき話で、

２点目だけが先に頭出しされるというのでは監視しようもないのではないかなと。 

 当然、事務局のほうではさまざまご検討いただいていると思いますが、今後、他の審議

会等でご議論を進めていくんだと思いますが、３点目も併せて詳細なご検討をいただくべ

きかと思います。以上です。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございます。次は秋元委員、どうぞ。 

 

○秋元委員 

 はい、秋元です。資料３について少しコメントさせていただければと思います。 

 それで、前回もちょっと同じような趣旨で申し上げたと思うんですけれども、根幹的に

はやっぱり供給力が足りないという状況を強く認識していて、そういう面で見るとやっぱ

り容量市場をどういうふうに強化し、適正なものに変えるのかという視点が根幹的に重要

だと思っていまして、そういう面で本当に真に必要な供給力の確保ができているのかどう

かということとか、ＮｅｔＣＯＮＥが十分なインセンティブを与えるような形になってい

るのかというところをしっかり検討するということが第一義的だと思っています。 

 それで、今回のご提案でより小さな電源の応札を求めるようなご提案があるわけですけ

れども、これが本当に供給力の確保に資するのかというのは若干疑問を持っています。そ

れはどういうことかと言うと、基本的にやっぱりインセンティブがしっかりないとそうい

う小さいものは出てこないと思いますし、それを強制的に出させたとしても結局小さいも

のばかりで予見性が立たなくて、最後退出するというようなものがいっぱいになってくる

と余計に約定価格が下がってきて、結果メインオークションの約定価格が下がると。ただ、
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その後、退出されるので結局また追加オークションが必要になって、さらに今度は大規模

な電源の予見性が下がって退出を促してしまうとか、そういう悪循環をむしろもたらしは

しないかと。 

 要は、必要なのは割と確実性が高いものを早い段階でしっかりインセンティブを確保し

ながら確保していくということが重要だと思うので、その視点の中で本当にこの今回のご

提案のものがうまく働くのかなということが若干疑問にも思いましたので、もう少しご検

討を深掘りしていただければと思いました。 

 それで、あとは情報提供を求めるという話もあって、10 年前程度からということですけ

れども、今供給計画がある中でそれ以上のものがこの 10年前の段階でどういった情報を取

れるのかというのは、若干疑問があるということです。 

 やはり 10年間もある中では、もうその容量市場の予見性とか、いろいろな状況の中でダ

イナミックに変わっていくということだと思うので、10 年前にその情報を得たからといっ

て供給計画以上の情報を何か得られるのかという疑問もありますし、それが仮に得られた

としても何か政策的にダイナミックにずっと動いていく中で手を打てるのかという感じも

少ししたと。要は、冒頭申し上げましたように容量市場をより確実にしっかりしたものに

していくということは、もう第一義的ではないかと思っています。 

 最終的に足りなくなってきたということであると、もうそれは容量市場でメインオーク

ションで落ち、追加オークションでも落ちるのか、応札しないのか。そして、予備電源で

も応札しないのか、落ちるのかということになってくると、本当に高い、どうしようもな

いような電源ということで、それを本当に救ったところでどういう、非常にその場合はコ

ストがかかるということだと思うので、それが本当に切迫してもう最後の最後の手段とい

う感じなので、そこを含めて考えると全体設計としてもう少し妥当なものを考えていくと

いうことが大事ではないかと思いますので、全体感をもう少し詰めていただければと思い

ました。以上です。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございます。次は田村委員、どうぞ。 

 

○田村委員 

 みずほ銀行、田村です。ご説明ありがとうございました。資料３と資料４、それぞれコ

メントいたします。 

 資料３についてですけれども、電力需要が増加し、また電源の移行期を迎える中で安定

供給に必要な設備容量をどう確保していくのかというのは、国民生活ならびに産業の維持、

それから発展の観点から非常に大きな論点だと思っておりますし、また、この供給をきち

んと今回お示しいただいたような内容が実務として対応できるのかというところはよく踏

まえた上で、十分な議論を尽くしていくことではないかと思っております。 
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 場合によってはさまざまな措置を考えていらっしゃる中で、前回多くの委員からもご発

言があったとおりでございますけれども、民間事業者ということでありますので、設備の

休廃止に関して非常に機微な情報であろうかと思っておりますし、地元の方々、それから

雇用、そして経営と、さまざまなことを判断した中でのご決定がされてきているものだと

思っております。早期の情報共有というのは非常に難しい部分があるのではないかなと思

っております。 

 また、資料にもあるとおり容量市場でしたり、または予備電源制度といった既存の枠組

み、これらを改善することで純粋に民間事業者として投資であったり維持をしていくイン

センティブを醸成していくということを考えると理解しています。 

 そして、国民生活でしたり産業ということを考えますと、電力が足りないかもしれない

ということは非常に大きな問題であるということは重々分かっておるわけですけれども、

片方で環境政策というのも国として定められていらっしゃるわけでして、例えば非効率石

炭火力のフェードアウトであったり、または小売のほうに規制されているようなものであ

ったり、さまざまな環境的なところでのものというのはあろうかと思っております。 

 金融機関も事業者もですけれども、排出削減という目標をそれぞれ立てている状況とい

うことでございます。重ねてですけれども、金融機関としてもちろん電力産業を支えてい

きたいということはあるわけですけれども、それぞれ事業者さま、金融機関もさまざまな

ステークホルダーを抱える中でどう説明していくのかといった高度化の対応ですね。ここ

も考えなければいけないのではないかと思っております。本件は非常に重要な論点でして、

影響度も非常にあると思いますので、実務で対応できるかも含めてよく議論を重ねる必要

があると思っております。 

 資料４についてコメントいたします。今回意見募集の中にもありましたけれども、送配

電の事業報酬率、こちらに関してさまざまな目線から本当にこれが今の水準というところ

が妥当であるのかというのはあるのではないかなと思っております。 

 送配電事業者の収入の源泉というのはレベニューキャップ制度ということにはなります

けれども、今、足元のインフレの影響であったり、キャッシュイン、アウトの時期のずれ

というのが出ておりますので、今後資金の管理というところはいろいろ考えていく必要が

あるということだとよく理解をしております。以上でございます。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございます。次は川上委員、どうぞ。 

 

○川上委員 

 ありがとうございます。私は資料４についてコメントをさせていただきます。真に必要

な系統整備という観点から、貸し付けの対象をお示しいただいておりますが、こちらにつ

きましては異論ございません。 
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 今後さらに対象を絞るために詳細を詰めていかれるところかとは思いますが、政策的な

支援意義に至る案件として、ＧＸの実現に資するプロジェクトであることに加え、民間と

のすみ分けの意義の明確化も必要になってくるのではないかと考えます。 

 特に、北海道・本州間の海底直流送電のようなプロファイ案件以外の従来コーポレート

ファイナンスで、資金調達を行っていた系統整備については量的補完という観点以外に、

民間金融では、真に取りえないリスクがどのような領域か、といった点についてさらなる

具体化が必要になってくるのではないかと考えております。私からは以上になります。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございます。それでは、次は大橋委員、どうぞ。 

 

○大橋委員 

 はい。ありがとうございます。まず資料３についてですけれども、ご提案のとおり国内

の利用可能なｋＷを見える化する観点で、容量市場に対して一定の規律を入れるというの

は、私は考えられる対策として一定の合理性はあるのではないかと思います。 

 そもそも容量市場に出ないで追加オークションにだけ応札してくるといった、価格が上

がった時にだけ選別的に応札するというのが、今の市場ルールのなかでできてしまうわけ

ですけれども、こうした行為というのが本来、競争上どう考えられるべきなのかというの

は、事後監視の観点で、しっかり検討する必要があるのではないかという点でも、こうし

た規律を入れていくというのは一定の合理性はあるとは思います。 

 また、必要な設備投資を促すという観点で国が電源について、計画・認定するといった

制度も昔やっていたかもしれませんが、そういった制度も一定程度考えていくということ

もあっていいのではないかなと思っています。それが１点目です。 

 資料４についてですけれども、これまで値差収益に関する使途というのは、これは受益

と負担の観点から地域間連系線の整備への交付という観点だったんだと思いますけれども、

それをより柔軟化するという、方向性としていいのかもしれないですけれども、この受益

と負担の観点というのは一定程度しっかり論点付けた上で取り組みというのは進めていく

べきなのかなとは思います。 

 もう一つ、地内、特に地域の連系線の増強に関してですけれども、これは基本的にはサ

プライ側の論理で地内の系統整備というのはなされるんだと思いますが、他方で、需要側

の取り組みによってその連系線の投資の必要性というのを希薄化させるということも本来

可能なはずで、こちらのほうはサプライ側の取り組みと需要側の取り組みというのはしっ

かり両方見ながら、地内系統の整備については考えていくというところは必要な視点なの

かなと思っております。以上です。ありがとうございました。 
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○山内座長 

 はい、ありがとうございました。委員の方で他にご発言ご希望いらっしゃいます？ よ

ろしいですか。それでは、オブザーバーの方の発言に移りますけれども、まず最初にどな

たか、よろしいですか。最初に送配電網協議会の山本オブザーバー、どうぞ。 

 

○山本オブザーバー 

 はい、ありがとうございます。送配電網協議会の山本でございます。資料４についてで

すけれども、前回の審議会で整理いただきました政府の信用力を活用した融資スキームに

加えまして、今回ＧＸ実現に必要な系統整備に対して運転開始前に貸し付ける仕組みや、

特定系統設置交付金の対象となる費用の拡大などの整理を進めていただきまして、感謝申

し上げます。いずれの施策も今後大規模な系統整備を行うに当たり、一般送配電事業者の

資金調達環境の整備に加えて、キャッシュフローを改善する有効な対策であると認識して

おります。 

 その上で、22 ページの値差収益の取り扱いの柔軟化について発言をさせていただきます。

巨額な大規模工事を進めるに当たっては運転開始までの資金調達が重要となりますので、

一般送配電事業者に対して値差収益を原資に貸し付けいただき、建設資金を確保、系統整

備をしっかりと進めるということは、ひいては系統利用者の便益にもつながるものと考え

ております。その前提から、当面の間は貸し付けを優先するとのご提案を頂いていると理

解をしております。 

 一方で、23 ページには限られたリソースを有効活用しながら電気事業の健全な発達を図

るとあります。記載されているとおり値差収益には限りがありますので、将来的には系統

や電源整備に対する交付額や貸付額については、その時々の系統の整備状況や混雑状況、

さらには電源の接続や需要の見通しなども踏まえて、ファイナンス措置の全体パッケージ

として大規模な系統整備が滞ることないように、バランス良く対応いただくことが必要と

考えております。私からは以上です。 

 

○山内座長 

 ありがとうございました。次は電気事業連合会、安藤オブザーバー、どうぞ。 

 

○安藤オブザーバー 

 安藤です。資料３についてコメントをさせていただきます。資料の７ページに供給力の

確保策といたしまして①～③の方向性が示されております。このうち②の容量市場の見直

し等につきましては、既に開催されました過去５回のメインオークションの結果をしっか

りと評価した上で、供給力確保に資するような改善を検討していただくことがまずは必要

と考えております。 

 加えまして、容量市場において想定されていない事象により追加の供給力確保を行う必
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要が生じた際には、予備電源制度で手当てするのが本来の制度趣旨と考えておりますので、

予備電源制度につきましても電源固有の事情を考慮いただき、さらなる改善を図ることが

必要であると認識をしております。 

 その上で、容量市場不落札電源の維持・確保に向けた仕組みの在り方についてでござい

ますが、さらに新たな仕組みを検討することが必要ということであれば、現在の仕組みで

対応できなかった理由などを整理いただくとともに、実際の制度設計に当たりましては、

発電事業者の意見も聞いていただきながら、丁寧な議論をお願いしたいと思っております。 

 また、①～③の方向性につきましては、今後関係審議会および電力広域的運営推進機関

の関係委員会におきまして議論を深めていくとのことでございますけれども、2030 年代初

頭にかけまして電力需給は予断を許さない状況にあります。加えまして、非効率石炭火力

のフェードアウトやＧＸ－ＥＴＳの導入などの脱炭素化の取り組みも進んでいきます。 

 このような環境政策を推し進めることは重要であると認識しておりますけれども、電力

の安定供給を維持するために、環境政策との整合性を図りながら各仕組みを見直すことは

もちろん、優先順位を付けながら柔軟性を持って検討を進める必要があると認識をしてお

ります。私からは以上でございます。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございます。次はＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ、香月オブザーバー、どう

ぞ。 

 

○香月オブザーバー 

 はい、まずご説明ありがとうございました。私からは資料３についてコメント申し上げ

たいと思います。安定供給上、不可欠な電源の維持を可能とする事業環境の整備を行って

いくとする事務局の方向性については理解いたしました。ただし、その上で９ページ～11

ページにかけて示された事務局提案につきまして、事業者の立場から３点意見を申し上げ

たいと思います。 

 まず１点目、９ページでございます。１ポツのところで実需給の 10年程度前には電源を

有する事業者が国や広域機関や一般送配電事業者に対して情報提供を行う仕組みを構築す

ることと理解いたしましたが、事業者にとっては 10年という期間は相当長い期間となりま

すので、実需給 10年前の電源の休廃止の可能性については相当程度不確実な情報とならざ

るを得ないと思います。 

 また、その間に事業環境変化も大きなものが起こる可能性もあり、こうした状況変化に

よるやむを得ない休廃止につきましては、事業者の判断を一定程度尊重していただくこと

も必要かと存じます。このあたりについても十分踏まえた上でご検討いただきたいと思っ

ております。 

 次に２点目ですけれども、10 ページ目、２つ目と３つ目のポツのところで、容量市場制
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度のＮｅｔＣＯＮＥ価格の見直しを含む制度見直しや、発電事業者の供出強化についての

記載があります。こうした取り組みを行ってもなお、４ポツ、５ポツにありますように、

容量市場で不落札となる電源を維持することを可能とするための費用負担方法等を含む仕

組みづくりについても検討していくと理解いたしました。 

 ただし、こうした不落札になる電源というのは、維持に相応のコストがかかるものと思

われます。容量市場を活用する場合はこの容量拠出金も相当上昇することになりますし、

最終的には需要家の、国民も含めた負担が相当増えるということになりますので、需給運

用、系統運用の観点から本当に必要なｋＷがどの程度になるのか、より一層精度を上げて

いく必要があるかと思います。そのあたりのご配慮も併せてお願いいたしたいと思います。 

 最後に 11ページ目でございます。２つ目のポツのところに、補修点検等の発注以前に電

源運転計画を国や広域機関に情報提供することと理解いたしましたが、発電事業者の補修

点検の時期は大体似通っておりまして、特定の時期に集中しているのが実態かと存じます。

また、時期をずらすことで収益性も変わるため、時期の調整についての実際の運用は非常

に難しいものと想像いたします。 

 補修調整につきましては事業者間の公平性に配慮する必要があること、また規制的な方

法よりも調整のインセンティブを与えるような誘導的な方法のほうが適しているかと存じ

ます。こうした点についてもご配慮をお願いしたいと思います。 

 また、少し息の長い話になりますが、ご記載のとおり現場の施工力が相当厳しくなって

きておりますので、保守を行うメンテナンス業者を育てていくことや、安全操業を前提と

した発電所の定期検査のインターバルのさらなる長期化などの工夫を進めることも本質的

に重要なことと考えます。国がこうした中長期的な取り組みについて支援を行うことも重

要かと考えております。私からは以上です。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございました。それでは、電取委、新川オブザーバー、どうぞ。 

 

○新川オブザーバー 

 ありがとうございます。資料３の 10ページについて申し上げます。容量市場は市場であ

るという性格上、落札電源と不落札電源は必ず生じるものと理解をしておりまして、不落

札電源について個別の事情を確認し、需給運用や系統運用の観点から当該電源の維持の必

要性を確認する必要があるということについては理解できるものでございます。 

 他方、今、香月オブザーバーからもありましたけれども、それらの多くは老朽化してい

る電源であると仮定をしますと、稼働可能な状態に維持するということに伴って生じるコ

ストというのは比較的高いと想定されると思っております。 

 これらを維持するとなった場合、どのような仕組みで費用を負担することが合理的か、

需給運用上必要なものと系統運用上必要なもので考え方が分かれるかもしれませんが、追
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加オークションや予備電源制度等の関係も整理しつつご検討をお願いしたいと思っており

ます。以上でございます。 

 

○山内座長 

 電力総連の片山オブザーバー、どうぞお願いいたします。 

 

○片山オブザーバー 

 はい。それでは、それぞれの項目について意見を述べさせていただきます。まず供給力

確保に向けた方策について３点の方策がある中での①点、ページの９ページに関連します

けれども、この休廃止の情報の関係でございます。 

 発電所の新設であるとか廃止に関わるような事業計画は、そこに働く者の人材の配置で

あるとか、将来を想定した人材の確保、それから技術を磨くという、そういった育成の計

画であるとか、地元住民をはじめとした関係各所への説明や調整など、さまざまな要素に

ついての検討を踏まえて作成されております。 

 ぜひ今回のこの提案でございますけれども、その情報の用途によってはこの事業計画を

変更せざるを得ない状況も想定され、人材と技術を保つことは本当に簡単なことではない

ことからも、この影響が多岐に及ぶ可能性のある情報であることをご認識を改めてお願い

したいと思います。 

 そういった意味でも、さまざまなリスクのある情報に対して、この休廃止の情報の共有

は過渡期における一時的な措置とすべきであって、将来における中長期的な供給力の確保

に向けては、やはり容量市場の枠組みの中で改正、見直しを行って、供給力確保に向けた

整備を進めるべきであると考えております。 

 それからもう１点、同じくこの供給力の関係で③番への対応ということで、ページの 11

ページになりますけれども、この補修の課題については施工力の制約などということもあ

りますけれども、現場においても年々厳しい対応が迫られている状況になっております。 

 人材確保の問題であったりとか、あるいは非常に暑い夏という状況の中で、補修の時期

もだんだん過去に比べると時期が限定化されているような状況の中で、本当に現場は苦労

してございますので、引き続き事業者であるとか現場の実態を把握していただく中で、必

要な対策の検討をお願いしたいと思います。 

 次に、電力ネットワークの資料４の関係の次世代化の関係について意見を述べさせてい

ただきます。ページは 19ページに関連をします。現在地域間の連系線であるとか、地内系

統整備に向けた議論が進められておりますけれども、送配電網の工事につきましては高度

経済成長期に形成をしてきた膨大な設備の更新工事に加えて、この連系線などの対応が必

要な状況となっております。 

 工事の物量が増加をしても、現場で働く電工さんだったりとか、送電工事に関わる方々

の要員は非常に限りがある。非常に要員が、支えていただいている人の数がもう本当に
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年々減ってきている状況にありまして、加えて用地取得であるとか地元の理解、資機材の

調達などにも時間を要することが考えられ、この系統整備の工事に向けては迅速な整備が

かなわないことも想定がされます。 

 連系線の整備につきましては国の検討を踏まえて進められているものであることから、

このような状況については国が主体的に需要家であるとか地域社会に対して説明、発信を

行い、理解を求める必要があると考えております。以上でございます。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございます。それでは、他にご発言よろしいですか。それでは、事務

局から今のご質問、コメントについてご回答いただければと思います。よろしくお願いい

たします。 

 

○佐久電力供給室長 

 ありがとうございました。さまざまな視点からご議論をいただきまして、今頂いたご意

見のうち幾つかについて、私からコメントさせていただきたいと思います。 

 まず全体に関係する話といたしまして、一番委員の方々、そしてオブザーバーの方々か

らコメントが多かったかなと思いましたのは、全体通じて供給力確保に向けた取り組みは

重要だという、この総論の部分については、もちろん皆さま方、ご賛同いただいていると

いうことだと思いましたし、一方で今回①～③ということで、具体的な議論を今後こうい

う形で進めていったらいいのではないかということをご提案させていただいたわけですけ

れども、その点については事業の実態とか実務を踏まえてしっかり回る仕組みを作ってい

く必要があるという視点で、さまざまなご意見を頂いたかなと思っています。 

 まず①に関連しては、中長期的な設備形成をしていくという観点からはやっぱりできる

限り正確なというか、その時点で可能な限り正しい情報を基に判断をしていくということ

が求められるわけですけれども、一方で事業者さんにとっての機微情報であったりとか、

どこまで対外的に言える情報なのかみたいな、そういった実務上の懸念があって、どこま

でそういう情報をちゃんと出せるのか。あと、その情報を出した上で、それが一体どの範

囲で共有されて、どういう目的に使われるのかといったところに対する懸念の声なんかを

頂いたのかなと思っています。 

 容量市場につきましても、これもどういうふうな形でインセンティブを見直していくの

かということにつながってくるわけですけれども、そのインセンティブの在り方と、あと

リクワイアメントだったり、あるいはインセンティブだけでは解決できないところにどう

いうふうな形でアプローチをするべきなのかというところについては、これもちゃんと実

態がうまく回るようにもう少し整理が必要だという、こんなご意見を頂いたのかなと思い

ます。 

 補修調整につきましても同様に、現場はやはり厳しくなっているというふうなお声は本
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日もいろいろご意見いただきましたし、一方で補修調整をすること自体の難しさについて

も、事業者のお立場からも今日コメントがあったのかなと思っていまして、ここも非常に

難しい課題なんですけれども、何らかやっぱり出口を見いだしていかないと供給力、電源

自体が減っていく中にあって、そこを何らか解決策を見いだしていかないと、これまで以

上に供給力を確保していくのが難しくなっていくという現実に対応できないというところ

でありますので、何らか具体的な出口を見いだしていくべく議論を進めていきたいなと思

っております。 

 加えて、これも全体に関係する話だと思うんですけれども、何名かの方から環境政策と

の関係というような非常に重要なご指摘も頂きました。これも１日、２日で結論が出るよ

うな話では当たり前ですけれどもありませんけれども、重要なご指摘としてテイクノート

しておきたいと思います。 

 加えまして、幾つか個別の論点につきましてもコメントさせていただきますけれども、

まず五十川委員から、長期的な話と短期的な話は混在しているのではないかというふうな

ご指摘を頂きました。 

 これは私どもの資料の作り方が不十分だったところがあるかもしれませんが、今回ご提

示した話というのは、きっかけは短期の話ではありますけれども、基本的には中長期的な

視点で枠組みをこういうふうな形にしていったらいいのではないかというふうな議論をさ

せていただいているつもりでございます。 

 もう少し短期の１年、２年みたいな話というのは、むしろこの仕組みではアプローチで

きないということなので、他に考え方を整理をしていくべきことというのは、この外側に

もう少しあるのかなと思っているところであります。 

 あと、既存の政策との役割分担とか、あるいは既存の政策の再整理みたいなことが必要

だということで、予備電源制度とか追加オークションについてのコメントも何名かの方か

ら頂きました。こうした点についても、私どもとしても同様の問題意識を持っていますの

で、しっかり考えていきたいなと思ってございます。 

 私からは、今頂いた議論に対しましてコメントは以上でございます。ありがとうござい

ます。 

 

○添田電力基盤整備課長 

 はい。では、資料４の関係で頂いたコメントを添田のほうからお答えさせていただきま

す。まず最初に、髙橋委員から地内系統のほうの整備、計画的な整備について計画期間の

ようなものを、何かイメージがあったほうがよいのではないかというご指摘がございまし

た。 

 こちらの例えば地域間連系線のマスタープランというほうは、こちらは 2050年カーボン

ニュートラルを目指しているということで、基本的に 2050年までを見据えた計画というこ

とになってございます。 
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 一方で、地内のほうについても当然再エネのために必要な整備というのがありますので

2050 年を見据えるというものありますけれども、一方でもう少し足の短いというか、デー

タセンター等の需要に対応するという観点で 10年前後の整備というものもございますので、

このあたりを踏まえながらどのあたりのレンジで計画を作るのがよいのかということにつ

いて、今事業者の皆さん方とも相談をさせていただいているという状況でございます。 

 それから、23 ページ目の国庫納付に関する説明のところが少し、すいません、説明が足

りなかったかと思ってございます。ご指摘いただいたとおり、国庫納付する理由につきま

しては、これは今ＯＣＣＴＯさんがやっておられる地域間連系線の交付金とか貸し付けで

はカバーしてないというか、ＯＣＣＴＯさんがやっておられない、国のほうで予算事業と

してやっている立地地域の理解醸成のような対策といったものにも支出をさせたいという

ことでございますので、国に国庫納付してもらうというスキームにしているということで

ございます。 

 それから、当然法律上も根拠を持つ必要があるのではないかというご指摘、そのとおり

でございまして、これは今、政府内のほうでどういうふうな形で法律を、法律の手当てが

必要なのかどうか含めて検証というか、必要であれば法令の改正もやらなければいけない

だろうという議論をしているという状況でございます。 

 それから、あと何人かの方々から頂いたご意見として、コストベネフィットみたいなと

ころですとか、既存の系統をうまく使う必要もあるのではないかというご指摘も頂いたか

なと思ってございます。冒頭にご紹介したとおり、確かに当然どんどん作ればよいという

ことでもないと思ってございますので、まずは既存の系統をしっかり使っていただく必要

があるだろうと思ってございます。 

 そういう観点で、今日はちょっとすいません、十分紹介し切れませんでしたけれども、

一般送配電事業者さんに空いている系統のマップなど、かなりきめ細かいメッシュで公開

をしていただいて、そこに大きな需要の接続を誘導するといったような対策もやらせてい

ただいてございます。 

 また、今回こういうふうに整備するという形についても当然コストベネフィット、ビ

ー・バイ・シーを見た上で判断をして進めていくということになりますので、そういった

形で既存のものの活用ですとか、本当に必要なものが作られるのかといったようなことは

検証しながら進めていきたいと思ってございます。 

 それから、五十川委員から交付と貸し付けで、貸し付けを優先して何か問題が生じない

かということのご質問を頂いたと認識をしてございます。この点なんですけれども、確か

に交付というのは運営が始まってから本来であれば託送料金で費用を回収するところを、

この値差収益を使って回収するというのが交付になりますので、貸し付けを多くすると交

付が減るということになりますと、託送料金にその分の費用が回るという形になります。 

 これの効果、どれぐらい託送料金の負担が増えるのかということと、貸し付けを一方で

することによって資金調達コストが下がるという面もございますので、全体としていずれ
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がメリットがあるのかといったようなところを、社会的にどちらが適正なのかということ

を見ながら判断をしていくということが必要になろうかと思ってございます。 

 それから、大体そんなところだったかな。その他、幾つか頂いたコメントにつきまして

は、ご指摘を踏まえながらさらに具体化を進めていきたいと思ってございます。以上でご

ざいます。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございました。それでは、供給力確保の問題とネットワークの次世代

化ですけれども、お聞きしているところ、事務局からについて総論として皆さん異論はな

かったと考えております。ですから、事務局においては特にいろいろご意見の中で実態を

踏まえてというような感じが強かった。その辺を踏まえて検討を進めていただければと思

います。ありがとうございました。 

 議事を進めますけれども、議題の３、小売事業者の量的な供給力確保、それから議題の

４、中長期市場の整備ということであります。これについて、まず資料５、これを添田課

長から、資料６は小柳室長からご説明をお願いいたします。 

 

（３）小売電気事業者の量的な供給力確保の在り方について（検討事項５） 

 

○添田電力基盤整備課長 

 はい。すいません。資料５を添田から説明をさせていただきます。１スライド目、ご覧

をください。本日ご議論いただきたい内容でございます。これまでこちらのワーキングの

中で、何度かこの小売電気事業者の方々への量的な供給能力の確保についてご議論をいた

だいてまいりました。 

 ２つ目、前回はこの制度の議論の背景とか目的ということを改めて整理をさせていただ

いたところでございます。2022 年にロシアのウクライナ侵攻があって、その後のいろんな

混乱ということがありましたけれども、その再発を回避するために小売電気事業者が需要

家に対して安定・継続してｋＷｈを供給できる、そういう事業環境を実現することが必要

だということについておおむね異論がなかったというか、そういうことは大事だなよなと

いうご指摘を複数いただいたと認識をしてございます。 

 その上で、国民生活や経済活動の基盤として特別な公共性を持つ電力という商品を扱う

事業者は一定の社会的責任を果たすべき、あるいは 2022年の混乱を踏まえ一定の規律を小

売事業者に求めることは理解できるといった、小売電気事業者さんの責任・役割と規律の

在り方について言及するご意見がございました。 

 一方で、われわれが提案させていただいている案が最適な手段であるかどうか、他の選

択肢との比較検討をすべき、あるいは電力自由化の趣旨を踏まえて事業者間の競争環境を

ゆがめない制度設計が重要、市場連動メニューなど多様なビジネスモデルへの影響を踏ま
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え強行すべきではないといったご意見も頂戴をしたところでございます。 

 本日は、まず最初に 2022年の冬において多数、小売事業者さんの撤退がございましたけ

れども、退出した小売事業者さんがどのような調達行動を取っていたかということについ

て分析をしてみましたので、ご紹介をさせていただこうと思います。 

 その上で、意見募集で頂いた提案、ご意見をご紹介させていただきながら、メリット・

デメリットを整理しながら、事務局案との比較もしつつご議論を深めていただきたいと思

ってございます。 

 まず最初、４スライド目をご覧ください。2022 年頃に小売事業者さんの撤退があったと

いうことを申し上げましたけれども、そこで退出された方の調達傾向と全体の調達傾向を

比較してみたというものでございます。下の表がその結果でございます。 

 全体がこれは 2020年度に提出されました供給計画から、その供給計画に記載されていま

した 2021 年度と 2023 年度の調達先がどれぐらい確保しているかという割合を見たもので

ございます。 

 小売電気事業者さん全体で見ますと、１年後、2021 年度の調達について１割を確保でき

ていない割合が約４割の方がいます。３年後の調達については、１割を確保できていない

事業者さんの割合が約５割いらっしゃるということでございます。 

 それと比較して、退出された小売事業者さん、大体五十数社分のサンプルがわれわれの

手元にございましたので、そこから抽出してございますけれども、１年後の調達について

１割を確保できていない割合が約７割、３年後の調達については１割を確保できていない

割合が約８割ということでございました。 

 従いまして、退出された小売事業者さん全体に比べますと、事前に調達先が確定してい

ない、確保していないという割合が、事前に確保している割合が少なかったという傾向が

見て取れるかと思います。 

 当然これ販売をどうしたかとか、そういったところもさらに深堀って分析する必要、し

た上で因果関係を論じるべきだと思いますけれども、取りあえず調達だけ見るとこのよう

な傾向があったということでございますので、参考情報として提供させていただきたいと

思います。 

 その上で、７スライド目でございます。事務局案以外の選択肢はないのかというご意見

を頂いてございましたので、意見募集で頂いた提案、あるいはこういうことも考え得るの

ではないかということを比較したものでございます。 

 まず事務局案でございますけれども、安定・継続したｋＷｈの供給のために、小売事業

者さまに対してスポット市場以外からの電力調達を一定割合求めることとしてございます。

この措置によりまして２つ効果が大きくあるかなと思ってございます。 

 再び市場価格の高騰が発生した場合でも、需要家が支払う電気料金の過度な高騰ですと

か、小売電気事業者さんご自身の経営の不安定化を一定程度回避することができる。発電

事業者さんにとっては、小売電気事業者さんとの契約に基づき予見性を持ってあらかじめ
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電源の整備と燃料の確保が促される。そういった効果が期待されるかと思ってございます。 

 そうすることによりまして、市場の変動ですとか需給の安定化の寄与にもつながるので、

小売電気事業者、発電事業者、需要家含めたシステム全体としてメリットを有するという

ことではないかと考えて、提案をさせていただいているものでございます。 

 意見募集の中で事務局案への対案といたしまして、容量市場を改変をして燃料調達に必

要な費用を確保する制度の創設というものについてご提案を頂きました。この提案ですけ

れども、広域機関が燃料調達に必要な費用を小売事業者さんから徴収して、発電事業者に

支払うと。発電事業者はそうすることによって確実性・予見性を持つことができるので、

安定したｋＷｈの供給につながるという考えでご提案いただいたものだと推察をしてござ

います。 

 この提案を前提にしますと、燃料費の全てを小売電気事業者さんでお支払いいただく形

になりますので、小売電気事業者さんは広域機関を通じて一定のｋＷｈの提供というか、

配分を受けるということになるのかなと推測をしてございます。この推測の部分はここま

で書かれているわけではないんですけれども、論理的な帰結としてはこうなるのではない

かと事務局で考えたということでございます。 

 こちらの提案ですけれども、われわれ事務局の案と比べますと、発電事業者さんの回収

の確実性とか予見性というのは、さらに高くなるという効果があるのだろうと考えてござ

います。 

 一方で、先ほど申し上げたとおりｋＷｈの取引という意味では広域機関から配分される

ということになりますので、事業者間で取引するということが減るのではないかと思って

ございます。それは、ひいては創意工夫が起きにくくなるという点ですとか、今の電力取

引の実態からは乖離（かいり）が大きいのではないかなという点が懸念点ではないかと考

えてございます。 

 多様な取引環境を維持する、あるいは現在の電力取引実態に依拠しているという点で、

事務局案のほうがより実態に即していると考えられるのでないかと、われわれとしては考

えてございます。 

 なお、先ほど議題の中でございましたけれども、容量市場についての必要な見直しそれ

自身は別途しっかり検討していかなければいけないと考えてございますので、それはそれ

で進めてまいりたいと思ってございます。 

 それからまた、小売事業者さんのスポット市場への依存が問題なのであれば、それを低

減させるような目的で卸電力市場の在り方を見直すという選択肢も考え得るかなと思って

ございます。 

 一方で、経済合理性ですとか効率的な資源配分を制度目的に追求しているスポット市場

に、やや人為的に魅力を下げるようなことをするというのは、合理性とか効率性を損なう

ような懸念があるのではないかなと思ってございます。 

 こういう必要な市場の活性化はやりながら、小売事業者さんの負担に配慮した上でスポ
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ット市場以外からの一定の調達確保を求めるという事務局案のほうが、これまでの議論の

経過といいますか、システム改革以来積み上げてきた流れとは整合しているのではないか

と、そういった流れに沿うものではないかと考えてございます。 

 それから、８スライド目でございます。こちらでは実需給の３年度前と１年度前のｋＷ

ｈ確保という論点についてでございます。こちらはワーキングのほうで３年度前の量的な

供給力確保義務につきましては、燃料調達を海外に依存している現状を踏まえると、その

調達を円滑にし、エネルギーセキュリティーの向上に寄与するのではないかというご意見

も頂いてございますけれども、意見募集の中では小売事業者に求める量的確保の時期は１

年度前のみで十分ではないかといったご意見も頂いてございます。 

 これは発電事業者さんに予見性を持たせるという先ほど申し上げた効果、こちらを強め

て電源の整備や燃料の確保を強く促そうとすれば、なるべく実需給から遠い時点での確保

が望ましいということかなと思いますけれども、一方で小売電気事業者さんに過度な負担

にならないようにするためには、実需給からあまり遠い時点の確保は慎重になることが望

ましいということかと思ってございます。 

 今の事務局の提案は両者のバランスに配慮をいたしまして、容量市場が実需給年度の４

年前に取引を行っていることを一つのメルクマールとして、実需給年度の３年度前と１年

度前という確保を求めることにしてございます。 

 ご意見いただいたような１年度前だけの確保ということにしますと、小売電気事業者さ

んの負担には相当配慮する形になろうかと思いますけれども、一方で発電事業者さんの予

見可能性、予見性確保という効果が今度は弱くなり過ぎて、安定的なｋＷｈの供給という

ことにつながらないという懸念もあろうかと思ってございます。 

 この点、過去にあるべき卸電力市場、需給調整市場および需給運用の実現に向けた実務

検討作業部会というのを資源エネルギー庁のほうで開催してございました。こちらの取り

まとめ、2023 年の４月に出されたものでございますけれども、その中にこちらに記載して

いるような、燃料長期契約におけるリスクヘッジの観点から、燃料長期契約の交渉スパン

を踏まえると、発電事業者にとっては小売電気事業者と３年先以降から 15 年、20 年程度

の電力長期相対取引を締結することが望ましいというくだりがございます。 

 こういう整理、この報告書の整理も踏まえますと、発電事業者に予見性を持たせる効果

を適切に発揮させようとすると、実需給３年度前の確保というのが望ましいのではないか

とわれわれとしては考えてございます。 

 続きまして、11 スライド目でございます。電力先物を義務の手法とするかどうかという

論点でございます。こちらも意見募集の中で、電力先物取引契約を義務確保の手法として

認めてほしいというご意見が複数寄せられてございます。 

 先物それ自身は現物の調達を伴わない金融商品でございまして、それ自体を供給力とし

て評価するというのは難しいと思ってございます。これまで供給計画の中でも先物取引は

供給力としては計上してございません。 
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 他方で、電力先物を現物取引と組み合わせることによりまして、価格を安定させた上で

の電力供給が可能になるという面もございます。実際、小売事業者さんの中には実需給断

面において電力先物と現物取引を組み合わせて運用しているというケースもあると承知を

してございます。 

 事務局案は安定・継続したｋＷｈの供給という目的から、小売電気事業者による現物で

の調達を想定してございますけれども、こうした電力先物と現物取引を組み合わせたケー

スでは、需要家に安定した価格で電力を供給するという面で、目指そうとしているゴール

について一定の効果があるということだろうと思ってございまして、現物での調達を原則

としつつ、義務の履行に当たって電力先物をどのように活用し得るのか、実務的な執行可

能性などの論点ですとか、先物の実態をもう少しよく整理した上で、引き続き議論をさせ

ていただくことにしてはどうかと思ってございます。 

 続きまして、15 スライド目に行きます。市場連動メニューなど多様な料金メニューとの

関係という論点でございます。意見募集の中で、市場連動メニューで販売する電力量につ

いては義務の対象外とすべきという意見が複数寄せられてございます。また、前回のこち

らのワーキングの中でも、市場連動メニューなど、小売電気事業者さんへの影響を考慮す

べきという意見も頂いてございます。 

 この点について、事業者さんの判断で義務の範囲が変わってしまうというのは、恣意性

があって妥当ではないのだろうと思ってございます。また、再び市場価格の大幅な変動が

起きた際に、スポット市場に過度に依存した調達構造の小売事業者さんというのは、やは

り需要家に提供する料金の高騰ですとか、経営の不安定性に直面するというリスクがそれ

なりに高いと思いますので、需要家を巻き込んだ混乱のまた引き金になるというリスクが

否定できないと思ってございます。このため、事務局案では全ての小売電気事業者さんに

一定割合スポット市場に頼らない電力を調達することを求めているというところでござい

ます。 

 一方で、市場連動メニューを含めて小売電気事業者さんの創意工夫から生まれた多様な

料金メニューが尊重され、小売事業者に過大な負担が生じることを回避するということは

必要だろうということで、これはこれまでのワーキングにおいて事務局の提案に当たって

その必要性も併せてお示ししてきているところでございます。 

 今の事務局の提案ですと、販売電力量が５億ｋＷｈ以上というところで線引きをさせて

いただきまして、それ以上の事業者さんには３年度前に想定需要の５割、１年度前に想定

需要の７割の確保を求めているというところでございます。 

 この規模の小売電気事業者さん、現状でもスポット市場とそれ以外の多様な電源調達を

組み合わせながら市場連動メニューを含めた多様な料金を設けておられますので、引き続

き今回の事務局提案を踏まえた上でも、多様な料金メニューを工夫する余地は相応にある

と考えられるのではないかと思っています。 

 一方で、販売電力量が５億ｋＷｈを下回る小規模な事業者さんには一定の配慮が必要と
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いう、これまで委員会の中で、このワーキングの中で頂いたご指摘に応えるため、今の提

案は運用開始から一定期間、３年度前に想定需要の 2.5 割、１年度前に想定需要の５割と

いうことで、大規模な事業者さんの半分ということで、それを軽減案として提案をさせて

いただいているところでございますけれども、現状これは意見募集でもございましたけれ

ども、やはり信用力の課題などもあって相対取引ができないというようなことで、調達手

段が結局限られているという状況にあるというお声もございました。 

 従って、今後、中長期市場の状況を見極めながら、料金メニュー設定への影響を慎重に

判断した上で義務水準を設定する必要があるのかなと思ってございます。すなわち、この

５億ｋＷｈを下回る小規模事業者さんにつきましては、改めて調達と販売の事態を検証し

た上で、どのような水準の義務とすることが過大な負担にならないということか、なるか

ということについて、引き続き検討してはどうかと思ってございます。資料５の説明につ

きましては以上でございます。 

 

（４）中長期取引市場の整備に向けた検討について（検討事項６） 

 

○小柳電力産業・市場室長 

 引き続き、資料６につきまして電力産業・市場室からご説明をさせていただきます。 

 資料６、中長期取引市場の整備に向けた検討についてでございます。２ページをご覧い

ただきまして、前回のワーキングでは中長期取引市場には市場開設から当分の間は一定規

模の供出を求めたいということで、その対象となる事業者について前回議論いただいたわ

けですけれども、本日はその供出量のほうの基本的な考え方について議論いただきたいと

いうことでございます。 

 あとは、これまでに議論いただいて整理いただいた基本的な方向性とか、今後詳細検討

していくべき論点についてまとめていますので、こういったことをお示しをしたいと思っ

てございます。 

 ３ページに行っていただきまして、前回のワーキングでは少なくとも市場開設から当分

の間は、市場への供出を求められる一定規模以上の発電事業者の基準として、500 万ｋＷ

以上の最大出力を有する事業者というような形で議論いただいたということでございます。 

 こういった方々に具体的な供出量、供出を求めていくわけですけれども、その供出量を

決めるに当たっては、広く参照可能で適正かつ安定的な電力価格指標の形成に資する流動

性があることであるとか、小規模な小売電気事業者にとって必要な供給力へのアクセスが

担保できるということであるとか、一方で発電事業者の方々の自由度を確保すること、こ

ういったことにも留意をしながら量を決めていかなければいけないね、という議論をして

いただいたということでございます。 

 ４ページに行っていただきまして、こういった留意事項を勘案しますと、今、販売電力

量が５億ｋＷｈを下回るような小規模な小売事業者の方々の需要規模が大体 250 億ｋＷｈ
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ということでありますので、少なくとも市場開設から当分の間は販売電力量の 10％程度、

800 億ｋＷｈ程度ですけれども、こういった量について対象事業者の方々から供出を求め

ることとしてはどうかと考えてございます。 

 もちろん対象事業者の方々がそれ以上の量を売り入札を出すということは妨げられるも

のではありませんし、対象事業者以外の方々が売り入札を行うということも認められると

いう前提でございます。 

 ２つ目のパラグラフですけれども、こういった量について発電の対象となる事業者の

方々にどういった形で按分をするのかといった具体的な按分方法であるとか、その量をど

ういう形で供出をしていただくかとか、あるいは按分する時に電源種によって供出の取り

扱いに差異を設けるか否かといったことについては、今後詳細検討していくこととしたい

なと思ってございます。 

 こうした詳細検討を行う際には、買い手となる小売事業者が小さな事業者だけではない

ということでもあると思いますので、市場を活性化するための方策を併せて考えるという

こともしたいなと思いますし、市場開設後の状況次第では供出を求める量の見直しを含め

て対応を行っていくということが前提になるのかなと思ってございます。 

 続いて、５ページに行っていただきまして、現行のベースロード市場においても一定規

模以上の発電事業者の方々に対して一定量の供出を求めているというわけですけれども、

ベースロード市場の場合にはベースロード電源のアクセスというような目的で設置されて

いることもあって、旧一般電気事業者の方々と新電力の方々が相対取引で契約した場合に

は、一定の条件を満たしている場合には適格相対契約という形で市場供出量から控除する

仕組みが導入されているわけですけれども、この中長期取引市場については電力価格指標

の形成をしていくといったようなことが目的として設置していますので、相対取引とは独

立して流動性が確保されていることが求められるということだと思いますし、小売電気事

業者の方々がなかなか相対で取っていくのは難しい方々にとっても、ここでアクセスでき

るといったようなことも重要だと思っておりますので、中長期取引市場における供出量の

算定に当たってはベースロード市場のような適格相対契約といったような形はしないと、

控除することはしないということを前提に検討してみてはどうかということをここでは書

いてございます。 

 ６ページ以降ですけれども、これまでに議論いただいて整理をいただいたさまざまな論

点について、このワーキングの中で整理いただいた基本的な方向性と、今後詳細検討が必

要な論点について整理をしてございます。 

 例えば中長期取引市場の意義であるとか、中長期取引市場で取り扱う価値・価格はどん

なものかとか、市場監視の基本的な考え方と、こういったことについて、このワーキング

で整理いただいた基本的な方向性と、今後検討が必要な論点をまとめております。ここで

は中身の詳細については割愛をさせていただきます。 

 今後ですけれども、このワーキングで決めていただいた基本的な方向性の範囲に沿って
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必要な論点、残された論点について詳細な制度設計を進めていきたいと考えてございます。

事務局からは以上になります。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございました。それでは、小売電気事業者の量的供給力確保、それか

らもう１つが中長期市場の問題、これについてご意見、ご質問のある方にご発言願います。

同じです。チャットで発言希望をこちらにお知らせください。どなたかいらっしゃいます

でしょうかね。ありがとうございます。髙橋委員、最初にご発言いただきまして。髙橋委

員、どうぞ。 

 

○髙橋委員 

 はい、髙橋です。資料６については基本的に特段の意見はございません。このような形

でお進めいただければありがたいと思います。 

 資料の５について、15 ページですけれども、義務水準についてこれから丁寧にご検討い

ただくという方向はありがたいと思っています。その一方で、小規模の事業者は市場参加

についてノウハウもないし、体制も十分ではないということだと思います。この点、促進、

参加しやすい環境整備のほうも強調していただいたほうがいいのかなと前々から申し上げ

ておりまして、そういう視点も入れていただけるとありがたいと思っています。 

 例えば、共同化の促進であるとか、市場のリスク計算についての専門家については、共

同化したところに雇用費用を補助するとか、安心して参加できるという体制をいわゆる義

務と同時に、要するに促進策を作っていくという視点もぜひ入れていただけると円滑に進

むのではないかなと思いました。以上です。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございます。次は松村委員、どうぞ。 

 

○松村委員 

 はい、発言します。前回と繰り返しになって申し訳ないのですけれども、私は別のやり

方を考えるべきだと思います。それで、今回別のやり方を具体的に示していただいて、そ

れよりは事務局案のほうが優れていることをご説明いただいたのですが、私は正直ちょっ

とぴんときません。 

 具体的に挙げた代案に比べて自分たちの案のほうが優れているという説明にぴんとこな

いというよりは、具体的な代案が私はぴんときませんでした。 

 容量市場を使って同じ目的を達成できないのか。容量市場の価格の負担を使って達成で

きないのかということを言ってきたのですが、代案として出てきていないので、私はこう

いうことがあり得るのではないかという案を具体的に申し上げます。 
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 例えば今問題になっている東京電力管内で供給力が足りないのではないか。従って追加

的にある種の調達をいろんな形を使ってしなければならないのではないか。類似例は今ま

でもあったし、これからもこういうことは原理的にはあり得ると思います。 

 ４年前の容量市場のメインオークションの時点で需要曲線を描き、それで追加オークシ

ョンも規定されることにはなると思うのですけれども、４年前の時点で想定されないよう

な何かが起こって、それで容量市場の枠外で追加調達をすることになった時の費用負担を

これとリンクさせることはできないのかを、ぜひ考えていただきたい。 

 具体的に言うと、追加的に調達すれば、当然コストがかかる。このコストを託送料金だ

とかで回収するよりも、第一義的には容量市場で調達しておけばよかったと考えれば、容

量市場の単価をそのコストの分だけ上乗せする格好で対応する。 

 その時に、３年前の市場で、事務局案で出されている目安を達成している事業者につい

てはそれを免除して、そうでない事業者、スポットへの依存度の高い事業者は、その付加

的な容量市場の単価で払ってもらうことをする。 

 なぜこんなことを言っているのかというと、容量市場の４年前のメインオークションで

出されたものは、３年前の相対契約を結ぶ段階ではメインオークションでこれだけ調達さ

れ、さらに追加オークションでこういう予定であることを織り込んだ上で、当然価格水準

が決まることになると思います。 

 しかし、その３年前の契約が終わった後で予定になかった調達があれば、調達があった

時となかった時を比べれば、ウィズとウィズアウトを比べれば、実際に安定供給のために

調達することがあったとすると、その分だけそれがなかった時に比べてスポットの価格は

抑えられるはずです。 

 そうすると、スポットへの依存度の高いところは、それによって利益を得られる。事業

者が得られることもあるかもしれないけれども、最終的には消費者、そのような事業者、

市場価格連動で売っている事業者の顧客に利益があると思います。 

 そうすると、そのような追加調達を想定しないで３年前の契約が結ばれているとするな

らば、そもそも価格の水準には織り込まれていないし、スパイクが起きるリスクを回避で

きるメリットがあって、３年前でちゃんと調達している事業者はその追加調達の恩恵は相

対的に小さく、そうでないスポットに依存している事業者はその追加調達による恩恵が大

きくなることが論理的に出てくると思います。ある意味でフリーライドしているという言

い方もできるので、それを受益者負担という格好で負担してもらう。 

 もう一回言いますが、今言ったのは一つの例ですが、メインオークションの後で出てき

たいろんな事態での追加調達のコストは容量市場の単価に反映させ、ここで義務と呼んで

いるものを満たしている事業者についてはそれを減免する。減免の仕方はいろいろ工夫の

仕方があると思います。 

 そういう格好にしてやれば、中長期で調達した事業者は一定のメリットが得られること

になる。そうでない、スポットに依存している事業者は追加の負担にはなるけれども、そ



 49 

の追加の負担の部分はスポット価格がその分だけ相対的に、平均的に安くなる効果に対応

したものだと考えれば、公正な負担だと思います。 

 こういう格好で、ある種フリーライドの可能性があるものを特定化して容量市場の価格

で調整し、それでその減免した分だけ例えば託送料金で回収する格好にすれば、ある意味、

中長期で契約をして電力を調達するインセンティブを高めるし、実際にそのようなコスト

を払ってでもそのような調達はしたくない事業者のビジネスモデルは、ちゃんと必要なコ

ストを負担した上で革新的なビジネスモデルを維持するということなので、自由度を阻害

しないと思います。 

 このようなやり方をすれば、供給力確保の基軸は容量市場だという今までの改革の流れ

や、今までのエネ庁の説明と大きく乖離しないで一貫していることになるし、そこにちゃ

んとｋＷｈという発想もリンクさせる、長期の契約もリンクさせることになるので、今ま

での流れからすればより自然なものだと思います。 

 さらに、前回言いましたが、非常に望ましいと思われるビジネスモデルを根本的に破壊

するのではなく、そのようなビジネスモデルはある意味で本当にフリーライドしている部

分のコストを負担してでもやる価値のあるものなら発展するという格好でその余地を残す、

ある意味で中立的なやり方になると思います。 

 しつこいようですが、今のやり方をもしやったとすると、本当にそういうビジネスモデ

ルを破壊するのではないかということをとても懸念していますし、規模の小さなところは

少し義務を小さくするというようなやり方では、その破壊するという効果を少しは抑えら

れるかもしれないのだけれども、根本的には変わらないと思います。 

 それは規模の大小の話ではないし、そのような望ましい事業者は大きくなるインセンテ

ィブを損ねる効果だって持ちかねないし、今提案されている量であったとしても十分破壊

的だと思います。 

 このようなものに比べても事務局案のほうが優れていることを各委員も自覚した上で、

今の事務局案を支持すべきではないか。 

 私はこちらのほうがより合理的で、なおかつ、それだとこの後それでは足りないことが

明らかになれば、修正もかなりの程度、このラインを外さないで可能だと思っています。

以上です。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございます。それでは、次は大橋委員、どうぞ。 

 

○大橋委員 

 はい。まず、２点あるんですが、１点目は資料の５の７ページ目ですけれども、事務局

案以外の選択肢について、検討を深めていただき、議論の進め方としてはいいと思います。 

 最後のポツについてなんですけれども、卸取引市場の魅力を人為的に下げるというふう
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な介入を行うというふうな書き方をされているんですが、これは必ずしも事実なのかどう

かというのは精査していただくのがいいのかなと思います。 

 現状、卸取引市場というのが本当に自由な取引市場になっているかというところ。例え

ばですけれども太陽光を一送が買い取って、それを限界費用ゼロで市場に供出するみたい

なルールもありますし、その他の事前規制・自主規制みたいなものもあるんだと思います。 

 そうしたところの適正化を図っていくことで、ある意味市場全体として供給力を確保す

るような仕組みというのができないのかというのは、事務局以外の選択肢としては考えら

れる方向性だと思います。これが１点目です。 

 ２点目は、資料の６で、販売電力量の 10％というこの考え方はどこから来ているのかと

いうところで、仮になんですけれども、万一、これは現実にはあり得ないんだと思います

が、全ての事業者が相対取引をした場合において、さらにその相対取引量に上乗せして

10％市場供出するということをここでは言っているのかどうかということを確認させてい

ただければと思います。以上です。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございます。次は田村委員、どうぞ。 

 

○田村委員 

 みずほ銀行、田村です。ご説明ありがとうございました。資料３と資料４、それぞれコ

メントいたします。 

 資料３についてですけれども、電力需要が増加し、また電源の移行期を迎える中で安定

供給に必要な設備容量をどう確保していくのかというのは、国民生活ならびに産業の維持、

それから発展の観点から非常に大きな論点だと思っておりますし、また、この供給をきち

んと今回お示しいただいたような内容が実務として対応できるのかというところはよく踏

まえた上で、十分な議論を尽くしていくことではないかと思っております。 

 場合によってはさまざまな措置を考えていらっしゃる中で、前回多くの委員からもご発

言があったとおりでございますけれども、民間事業者ということでありますので、設備の

休廃止に関して非常に機微な情報であろうかと思っておりますし、地元の方々、それから

雇用、そして経営と、さまざまなことを判断した中でのご決定がされてきているものだと

思っております。早期の情報共有というのは非常に難しい部分があるのではないかなと思

っております。 

 また、資料にもあるとおり容量市場でしたり、または予備電源制度といった既存の枠組

み、これらを改善することで純粋に民間事業者として投資であったり維持をしていくイン

センティブを醸成していくということを考えると理解しています。 

 そして、国民生活でしたり産業ということを考えますと、電力が足りないかもしれない

ということは非常に大きな問題であるということは重々分かっておるわけですけれども、
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片方で環境政策というのも国として定められていらっしゃるわけでして、例えば非効率石

炭火力のフェードアウトであったり、または小売のほうに規制されているようなものであ

ったり、さまざまな環境的なところでのものというのはあろうかと思っております。 

 金融機関も事業者もですけれども、排出削減という目標をそれぞれ立てている状況とい

うことでございます。重ねてですけれども、金融機関としてもちろん電力産業を支えてい

きたいということはあるわけですけれども、それぞれ事業者さま、金融機関もさまざまな

ステークホルダーを抱える中でどう説明していくのかといった、高度化の対応ですとか、

ここも考えなければいけないのではないかと思っております。本件は非常に重要な論点で

して、影響度も非常にあると思いますので、実務で対応できるかも含めてよく議論を重ね

る必要があると思っております。 

 資料４についてコメントいたします。今回意見募集の中にもありましたけれども、送配

電の事業報酬率、こちらに関してさまざまな目線から本当にこれが今の水準というところ

が妥当であるのかというのはあるのではないかなと思っております。 

 送配電事業者の収入の源泉というのはレベニューキャップ制度ということにはなります

けれども、今、足元のインフレの影響であったり、キャッシュイン、アウトの時期のずれ

というのが出ておりますので、今後資金の管理というところはいろいろ考えていく必要が

あるということだとよく理解をしております。以上でございます。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございます。次は秋元委員、どうぞ。 

 

○秋元委員 

 はい、秋元です。私も２つ資料をまとめてというようなコメントですけれども、ちょっ

と私も何度も申し上げていて申し訳ないんですけれども、どうもやっぱり依然としてしっ

くりこないということで、松村委員の感覚と私も近いのかなと思っています。 

 それで、もちろん目的は非常にこれまでも申し上げているように、もう完全に同意して

いて、この課題意識、目的、対応の目的ということは同意しているわけですけれども、本

当にこのやり方でいいのか、目的に資するものになるのか、もしくは弊害のほうが大きく

なりはしないかということに対して、ちょっとまだ確信を持てなくて賛成し切れないとい

うところがございます。 

 恐らく今回の資料を拝見してもやっぱり 2022年の時の問題意識を非常に強く持たれてい

るんだろうとは思いました。私もそれは非常に問題だと思うんですけれども、ただ、やっ

ぱり自由化した以上は不適切というか、そういった事業者が一定数出てくることは仕方が

なくて、許容せざるを得ないんだろうと思いますし、この価格の変動であるとか退出みた

いな話も、海外に比べるとむしろ全然軽微なのではないかという気はしていて、そういう

面で全体のメリットとデメリットを比較した時にどうなのかということが、あまりにそこ
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を問題視をし過ぎることによって、それを何か手を打たなければいけないということが強

過ぎると、今度別の弊害を得てしまうのではないかという気がしています。 

 それで、もし本当にそれが 2022年のような状況が非常に大きく問題だということであれ

ば、そもそも自由化が間違っていたということだと思いますし、元の状況に戻したほうが、

戻せるかどうかは別として、そのほうが望ましいとは思うので、何度も申し上げています

ように、何かパッチを当てるようなことが続いていくと余計に制度が複雑化し、ぐちゃぐ

ちゃになって、費用効率的なところから外れていきはしないかという懸念をちょっとまだ

持っているということです。 

 ちょっとジェネラルなことを最初に申し上げて、それで、その上で今回、先ほど松村委

員が具体的な提案をしていただきまして、それはものすごく私としては感謝申し上げたい

と思います。そういった案も含めて、もう少し別のものがないのか、よりベターなものが

ないのかということに関しては、もう少し詰めていただければと思います。 

 今回はこれまでの意見も踏まえて他の案ということの対案として比較評価もしていただ

いたことに関しては感謝しますけれども、これだけなのかということに関しては私も思っ

ておりまして、松村委員がご提案いただいたということは大変素晴らしいことかなと思い

ますので、それも含めてさらに深掘り、検討いただければと思います。 

 その上で、最後ですけれども、今回１年前の７割義務だけではなくて、やっぱり３年前

の５割義務も必要なんだというような感じの資料になっているわけですけれども、私の理

解だと、もちろん３年前があったほうがいいという議論も分かるわけですけれども、これ

はやっぱり発電側からの予見性という面でいくと、仮に１年であっても数が何年も繰り返

しこの動きをしていくとやっぱり予見性が立ってくるわけで、そうすると長く続けること

によって別に３年前がなくても発電の予見性は立ってきたりするわけで、容量市場なんか

も４年前で、４年前では不十分ではないかということでもあるわけですけれども。 

 ただ、繰り返し何回も同じような形で価格の予見性とか、そういうものが立ってくれば

それなりの効果は出てくると思うので、本当に３年前がもちろんあったほうがいいという

面はありますけれども、弊害との関係性ということも改めてもう少し考える必要があるの

ではないかということで、そういうことも含めて今回の事務局資料はご提案は頂いていま

すけれども、必ずしも別の問題を含めて考えると３年前が必要なのかという気もしました。 

 その上で、今回、中長期市場のところで 10％供出ということで話がありましたけれども、

そうした場合に３年前５割の制約に対してはもう全然足りないわけで、そうすると相対で

あれするのか、内外無差別の卸取引で調達するのか。 

 そのあたりがよく見えないので、今回も資料では内外無差別卸との関係性みたいなもの

が提示されていませんけれども、３年前で内外無差別卸というところはやっぱりほぼ存在

していないと理解しているんですけれども、そこで、しかもそういうところで与信が小さ

い、小さい小電力なんかがやっぱり３年前で調達するというのは非常にハードル高いと思

うので、結局なかなかどういう形でそういう新電力がビジネスを回していけばいいのかと
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いうところが難しくなるのではないかという気がしますので、10％供出というところと３

年前の５割というところ、そして内外無差別卸との関係というところに関してもう少し整

理をいただいて、ちゃんとワークするのかというところはもう少し確信が持てるようなご

提案、資料をご提示いただければ幸いに思います。以上です。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございます。次は小宮山委員、どうぞ。 

 

○小宮山委員 

 はい、小宮山でございます。私からは資料５の電力先物の取り扱いに関して、少しコメ

ントさせていただきたいと思います。電力先物の取り扱いに関して、現物での調達をベー

スに実態整理の上で今後引き続き議論するということで特に異論はございませんけれども、

少しコメントさせていただければと思います。 

 電力先物について事業者の取引上の創意工夫を引き出すなど、そうした役割を果たすも

のと認識しておりますけれども、一方で供給力確保義務の履行手段として電力先物を含め

ることについては、今回現物ベースということでございますけれども、こちらについては

売り手として金融機関など多様な主体が想定されますので、必ずしも発電事業者が売り手

として先物取引に参加するとは限らない点。 

 この点については今回、今後は検討の対象にはならないということで理解いたしました

けれども、一方で仮に発電事業者が先物で売り建てた場合でも、資料のとおり電力先物を

現物取引と組み合わせることで価格を安定させた上で電力供給が可能になると、そういう

ふうに受け止めておりますけれども、基本的には先物価格はスポット市場価格を基礎とし

て形成されておりますことを踏まえますと、この制度の趣旨である電力供給コストを適正

に回収して予見性を高める、供給力の基盤を厚みを持って構築していくという環境整備に

つながるのかどうか、本制度の趣旨とも整合し得るのかどうか、少し電力先物の実態も踏

まえて丁寧にご検討いただければと思っております。私からは以上でございます。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございました。委員の方、よろしいですか、他。それでは、オブザー

バーで、電気事業連合会、安藤オブザーバー、どうぞ。 

 

○安藤オブザーバー 

 安藤でございます。精力的に制度検討を進めていただいており、感謝を申し上げます。

まず資料６の中長期取引市場につきましては、これまでの議論内容を踏まえて整理いただ

いておりますので異論はございません。 

次に、資料５の供給力確保義務についてコメントをさせていただきます。今般の制度検討



 54 

に当たりましては、供給力確保義務のタイミングと中長期市場の取引時期について整合を

取る形で検討されている点、あるいは小売事業者への供給力確保義務を踏まえて、市場開

設から当分の間は大規模発電事業者に市場供出義務を求めるといった点など、両者は整合

を取る形で検討されておりますように、供給力確保義務と中長期取引市場は政策目的や実

効性を勘案しながら一体的に検討し、制度設計することが重要であると考えております。

この点、今回、供給力確保義務の論点として提示いただきました３年度前の供給力確保義

務や、電力先物の扱いといった論点の検討に当たりましても、中長期市場の意義として掲

げられております小売事業者による中長期での供給力の安定的な調達、そして発電事業者

による電源投資や燃料調達に係る予見性の向上といったことに真につながるかどうか、そ

ういうことを軸に議論、検討いただきますようお願いいたします。 

 最後に、資料５の 15ページですが、小売事業者の規模に応じて義務強度を緩和するとい

う案についてコメントをさせていただきます。以前にもこの場で発言させていただきまし

たが、今回の検討は市場環境が厳しい局面におきまして小売事業者の退出などが相次ぎ、

お客さまが意図されない契約の解除など、お客さまにご負担や混乱が生じた点があること

を背景に検討がなされていると考えております。この点を踏まえますと、お客さまを保護

する観点を重視した検討が必要と考えております。私から以上でございます。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございました。それでは、次はＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ、香月オブザ

ーバーですね。どうぞご発言ください。 

 

○香月オブザーバー 

 はい、ご説明ありがとうございました。私からは資料５と６についてコメント申し上げ

たいと思います。まず資料５ですが、これまでのワーキングでの議論や事業者からの意見

募集の結果等を踏まえましていろいろと検討を行っていただき、まずは感謝申し上げたい

と思います。 

 11ページに記載のあるような電力先物についての活用可能性の検討や、15ページにある

ような事業者の創意工夫による多様な料金メニューの尊重など、小売電気事業者の供給力

確保における一定程度の自由度を維持する方向を提示されたものと理解いたしました。 

 その上で、15 ページの５番目のポツについて１点意見を申し上げます。第４回のワーキ

ングでも申し上げましたが、量的な供給力確保が小売電気事業者の責務と整理する以上は、

事業者が小規模か否かは問わず、その責務を等しく果たすことが大原則と理解しておりま

す。 

 また、小規模事業者への配慮についても一定程度は理解いたしますが、小規模であるが

ゆえに創意工夫を機敏に実行できるような活力のある事業者も多く存在するかと存じます。

このため、例えばこうした事業者が創意工夫できるような事業基盤を準備することで、義
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務水準を大規模事業者と可能な限り早期に同じにすることも可能ではないかと思います。 

 その意味では、事務局からご提案のあった転売や先物の活用を認めるなどの方向は小規

模事業者にとっても大いに役立つものと考えますし、このようなことを検討することで、

創意工夫に富んだ活力ある事業者を後押しするような制度設計をお願いしたいと思います。 

 次に資料６ですが、小売事業者の立場から１点意見を申し上げます。４ページの３つ目

のポツに記載がございますが、市場からｋＷｈを調達する際、電源種が指定できるかどう

かは、やはりカーボンニュートラルを目指す社会的要請がある限り、大きな関心事になる

かと存じます。 

 現時点では非化石価値については取り扱わず、ＧＸ－ＥＴＳの取り扱いは今後検討とさ

れているのみなので、今後の詳細検討を期待しておりますが、小売事業者としては需要家

との関係においてカーボンインテンシティーが非常に重要な要素となることから、電源種

の詳細が特定されないまでも、予想がつくような入札方法を採用していただけるように検

討いただければありがたいと思います。私からは以上です。 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございました。よろしいでしょうかね、以上のことで。それでは、い

ろいろご意見が出ましたので、事務局からご回答あるいはコメントをいただければと。よ

ろしくお願いします。 

 

○添田電力基盤整備課長 

 はい、ありがとうございます。資料５について、では、添田からコメントをいたします。

まず髙橋委員から、小規模の事業者さんの体制、ノウハウというか、そのあたりが十分で

はないので、しっかり調達がしやすくなるような環境整備ということで、これまでも何度

かコメントを頂いておりまして、そのこと自身は認識をわれわれもしてございます。 

 小規模の方の場合、発電事業者さんから直接買うという形ではなくて、１回大きな小売

電気事業者さんが買ったものをセカンダリーで卸してもらうというような形態もあるやに

認識をしてございます。そういう形で、ある種連携した調達みたいなことは十分想定され

ると思いますので、そういうことが可能になるというか、やりやすくなるような形という

のは当然考えていく必要があるんだろうと思ってございます。 

 それから、あとは松村委員と秋元委員から他の選択肢ということで、松村委員からは特

に具体的なご提案も頂きましたので、正確な理解をさせていただくために個別にまた中身

をお伺いしたいと思いますけれども、いずれにしても頂いた点も踏まえて比較検討をさせ

ていただきたいと思ってございます。 

 それから、大橋委員からは卸市場の本当に自由かというところで、再エネの限界費用の

扱いですとか、そういった点の適正化というか、検証みたいなことが必要ではないかとい

うご指摘も頂きましたので、その点も改めて見ておきたいというか、検証したいと思って
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ございます。 

 それから、あと、先物についても幾つかコメントを頂きまして、実需給との関係ですと

か、政策目的を果たして果たすのかという観点でのコメントと、一方で小規模な方々の義

務履行との関係では認めるというのは有効なのではないかといったご意見いただいたと認

識をしてございます。 

 電力先物もご指摘があったように金融機関が出すというか、必ずしも電力の実際の取引

とリンクしない、本当の金融商品みたいなものもあると理解をしてございますので、あま

りそういうことがこの目的には資さないだろうと思ってございます。 

 そういう観点で現物の取引との関係ですとか、あと、スポット価格を基礎としているこ

とが本当にそれでいいのかというご意見も頂きましたので、そのあたりを少しわれわれの

ほうでも実態をよく確認をさせていただいて、今回のやろうとしている施策との目的との

関連性というか、適切なのかということをちょっと整理をしてまたお示しさせていただき

たいと思ってございます。 

 それから、あと、小規模な事業者さんへの義務の在り方というところで幾つかコメント

いただきました。これはご意見いただいたということで承って、今後の議論にどう反映す

るか考えさせていただきたいと思います。以上でございます。 

 

○小柳電力産業・市場室長 

 引き続きまして、資料６についてのご指摘についての事務局回答をさせていただきます。

ご意見いただきましてありがとうございました。 

 大橋先生のご指摘がちょっと聞き取りにくいところがあったので、私の理解が間違って

いたら申し訳ないんですけれども、相対で全て売り切れてしまった場合には供出できない

のではないかといったようなご指摘だったのかなと理解をしましたが、まず相対で売り切

れるという前提があるかどうかは実態を見てみないと分かりませんけれども、ここでは相

対の量にかかわらず、まず市場のほうに 10％程度出していただけないかということで書い

てございました。 

 秋元先生から頂いた 10％だと３年前５割との関係で足りないのではというようなご指摘

については、この市場だけではなくて相対取引での調達も行われるものと認識をしていま

すし、内外無差別卸の中でも３年といった長期商品は出てきているものとも理解をしてい

ます。 

 一方で、先生ご指摘のとおり小規模事業者が相対で調達することは難しいという面もあ

ると思いますので、ここでは小規模な小売事業者の供給量 250 億というのを上回る数字で

10％という数字を提示したということでございました。内外無差別の卸売りがどういった

実績になっているかどうかというのは、ちょっと確認をしてみたいなと思います。 

 香月オブザーバーから頂いた電源特定というか再エネのような話については、具体的な

商品設計をする中でどこまでできるか考えてみたいなと思っております。以上です。 



 57 

 

３．閉会 

 

○山内座長 

 はい、ありがとうございました。資料５、６についてはいろいろご意見いただきました。

それでは、先ほど事務局から課長からのコメントもありましたように、ご議論を踏まえて

引き続き具体的にご議論いただくということでよろしいかと思います。よろしくお願いい

たします。 

 それでは、本日の議事は以上で終了ということになりました。３時間にわたって活発に

ご議論いただきましてありがとうございました。これをもちまして第７回電力システム改

革の検証を踏まえた制度設計ワーキンググループ、これを閉会といたします。どうもあり

がとうございました。 

 

○一同 

 ありがとうございました。 

 

 

 


